




序　　　　　文

独立行政法人国際協力機構は、エチオピア連邦民主共和国の貧困農民支援にかかる協力準備調

査を実施し、平成 21 年 10 月 26 日から 11 月 7 日まで調査団を現地に派遣しました。

調査団は、エチオピア連邦民主共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、

帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成 23 年 8 月

独立行政法人国際協力機構

農村開発部長　熊代　輝義
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略語集

2KR ： Second Kennedy Round / Grand Aid for the Increase of Food Production / Grant Assistance for 
Underprivileged Farmers / 食糧増産援助・貧困農民支援 1

AICAF ： Association for International Cooperation for Agriculture and Forestry / 社団法人国際農林業

協会

AISCO ：Agricultural Input Supply Corporation（旧称） / 農業資機材供給公社

AISE ：Agricultural Input Supply Enterprise / 農業資機材供給公社

CAS ：Country Assistance Strategy / 世界銀行の国別援助戦略

CIF ：Cost, Insurance and Freight / 運賃・保険料込条件

CSA ：Central Statistical Agency / 中央統計局

DAC ：Development Assistance Committee / 開発援助委員会

DAP ：Di-Ammonium Phosphate / 二燐安肥料

E/N ：Exchange of Notes / 交換公文

ESE ：Ethiopia Seed Enterprise / ｢ エ ｣ 国種子公社

FAO ：Food and Agriculture Organization of the United Nations / 国連食糧農業機関

FOB ：Free on Board / 本船渡条件

GDP ：Gross Domestic Product / 国内総生産

GNP ：Gross National Product / 国民総生産

GNI ：Gross National Income / 国民総所得

IDCJ ：International Development Center of Japan / 一般財団法人国際開発センター

IFDC ： International Center for Soil Fertility and Agricultural Development / 国際土壌肥沃農業開発

センター

IMF ：International Monetary Fund / 国際通貨基金

JICA ：Japan International Cooperation Agency / 独立行政法人国際協力機構

JICS ：Japan International Cooperation System / 財団法人日本国際協力システム

KR ：Kennedy Round / ケネディ・ラウンド、または食糧援助

LLDC ：Least Less-Developed Countries / 後発発展途上国

MoARD ：Ministry of Agriculture and Rural Development / 農業農村開発省

MoFED ：Ministry of Finance and Economic Development / 財務経済開発省

MT ：Metric Ton / 重量トン

NGO ：Non-governmental Organization / 非政府組織

ODA ：Official Development Assistance / 政府開発援助

PA ：Peasant Association / 小規模農民組合

PASDEP ： Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty / 貧困削減のための 加速的

1
　1964 年以降の関税引下げに関する多国間交渉（ケネディ・ラウンド）の結果、穀物による食糧援助に関する国際的な枠組みが

定められ、我が国では 1968 年度より食糧援助が開始された。上記経緯から我が国の食糧援助はケネディ・ラウンドの略称であ

る KR と呼ばれている。その後、開発途上国の食糧問題は基本的には開発途上国自らの食糧自給のための自助努力により解決

されることが重要との観点から、1977 年度に新たな枠組みとして食糧増産援助を設け農業資機材の供与を開始した。本援助は

食糧援助の KR の呼称に準じ 2KR と呼ばれている。2005 年度に食糧増産援助は貧困農民支援となり従来の食糧増産に加え貧困

農民・小規模農民に併せて裨益する農業資機材の供与をめざすこととなったが、本援助の略称は引き続き 2KR となっている。

なお、食糧増産援助 / 貧困農民支援の英名は Increase of Food Production / Grant Assistance for Underprivileged Farmers である。



かつ持続可能な開発計画

PNSP ：Productive Safety Nets Program / 生産的セーフティネットプログラム

PRSP ：Poverty Reduction Strategy Paper / 貧困削減戦略ペーパー

SD ：Sector Development Plan / セクター開発計画

SDPRP ： Sustainable Development and Poverty Reduction Program / 持続発展可能な開発及び貧困削

減計画

SG2000 ：笹川グローバル 20002

UNDP ：United Nations Development Programme / 国連開発計画

USAID ：United States Agency for International Development / 米国国際開発庁

USDA ：United States Department of Agriculture / 米国農務省

WFP ：World Food Programme / 国際連合世界食糧計画

２
　笹川アフリカ協会（SAA）とカーター元大統領によって設立された NGO カーター・センターが実施する「グローバル 2000」
との共同プログラム



単位換算表

面積

名称 記号 換算値

平方メートル m2 （1）
アール a 100
エーカー ac 4,047
ヘクタール ha 10,000
平方キロメートル km2 1,000,000

容積

名称 記号 換算値

リットル ℓ （1）
ガロン（英） gal 4.546
立法メートル m3 1,000

重量

名称 記号 換算値

グラム g （1）
キログラム kg 1,000
トン MT 1,000,000

円換算レート（2008 年 7 月）

USD 1 = 92.81 円（外務省指定レート）

USD 1=Birr 12.01928（OANDA 6 ヶ月平均レート（5 月～ 10 月））

Birr 1=7.72176 円
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第１章　調査の概要

１－１　調査の背景と目的

（１）背景

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環

として成立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約 3 に基づき、1968 年度か

ら食糧援助（以下 ｢KR｣ という）を開始した。

一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合

には農業物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付し

た。これ以降、日本国政府は KR の枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に

必要となる農業資機材についても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始し

た。

1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産

援助（Grant Aid for the Increase of Food Production）（以下後述の貧困農民支援とともに「2KR」
という）」として新設した。

以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努

力を支援することが重要である」との観点から、2KR を実施してきた。

2003 年度から外務省は、2KR の実施に際して、要望調査対象国の中から、予算額、我が

国との二国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案した上で供与対象候補国を選定し、

JICA に調査の実施を指示することとした。

また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。

①　 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返り

資金の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用

②　 モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度 4 の意

見交換会の制度化

③　 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確保

更に、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給

に向けた開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援して行くこととし、裨益対象

を貧困農民、小農とすることを一層明確化するために、2005 年度より、食糧増産援助を「貧

困農民支援（Grant Assistance for Underprivileged Farmers）」に名称変更した。

JICA は上述の背景を踏まえた貧困農民支援に関する総合的な検討を行うため、「貧困農民

支援の制度設計に係る基礎研究（フェーズ 2）」（2006 年 10 月～ 2007 年 3 月）を行い、より

効果的な事業実施のため、制度及び運用での改善案を取りまとめた。同基礎研究では、貧困

3
　現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど 7 カ国、および EU（欧州連合）とその加盟国が加盟し

ており、日本の年間の最小拠出義務量は小麦換算で 30 万 MT となっている。
4
　2008 年度案件から、連絡協議会は半年に一度の開催に緩和された。
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農民支援の理念は、「人間の安全保障の視点を重視して、持続的な食糧生産を行う食糧増産

とともに貧困農民の自立を目指すことで、食料安全保障並びに貧困削減を図る」と定義し、

農業資機材の投入により効率的な食糧生産を行う「持続的食糧生産アプローチ」及び見返り

資金の小規模農民・貧困農民への使用を主とする「貧困農民自立支援アプローチ」の 2 つの

アプローチで構成されるデュアル戦略が提言された。

（２）目的

本調査は、エチオピア連邦民主共和国（以下「エ」国という）について、2009 年度の貧

困農民支援（2KR）供与の可否の検討に必要な情報・資料を収集、分析し、要請内容の妥当

性を検討することを目的として実施した。

１－２　体制と手法　

（１）調査実施手法

本調査は、国内における事前準備、現地調査、国内解析から構成される。

現地調査においては、「エ」国政府関係者、農家、国際機関、NGO、資機材配布機関／業

者等との協議、サイト調査、資料収集を行い、「エ」国における 2KR のニーズ及び実施体制

を確認するとともに、2KR に対する関係者の評価を聴取した。帰国後の国内解析においては、

現地調査の結果を分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を行った。

（２）調査団構成

総括 晋川　眞 JICA　エチオピア事務所　次長

実施計画 / 資機材計画 鈴木　悟 （財）日本国際協力システム

業務第二部機材第一課

貧困農民支援計画 篠田　大樹 （財）日本国際協力システム　

業務第二部機材第一課
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（３）調査日程

 3

（３） 調査日程 

No. 晋川 鈴木 篠田

1 10月25日 日

2 10月26日 月

15:30 JICA エチオピア事務所

3 10月27日 火 09:00 　MoARD　協議

11:00 　MoFED　 協議

16:00   MoARD   協議

4 10月28日 水

5 10月29日 木

6 10月30日 金

7 10月31日 土

8 11月1日 日 書類整理

9 11月2日 月

10 11月3日 火 09:00 　MoARD　協議

14:00 　EIAR　 協議

16:00   FAO　協議

19:35　アディス・アベバ(EK 724)

11 11月4日 水 09:00 　CSA
11:00 　MOFED　協議

書類整理

→ 00:45 ドバイ

02:35　ドバイ (JL5090) → 17:20 関西

18:35　関西 (JL 188) → 19:45 羽田

12 11月5日 木

13 11月6日 金

14 11月7日 土 書類整理

19:35 アディス・アベバ (EK 724)

15 11月8日 日 → 00:45 ドバイ

02:35　ドバイ(JL5090) → 17:20 関西

18:35　関西(JL 188) → 19:45 羽田

09:00  MoARD  ミニッツ締結

11:00  MoFED   ミニッツ締結

16:00  日本大使館　報告

09:00 　MoARD　 協議

10:30 　MoFED　 協議

11:00   Wondo　協議

16:00  JICAエチオピア事務所 報告

フィールドスタディー (1) アムハラ州

9:30   北ショア県 MoARD事務所　(デブレ　ブレハム)
11:15 ウェデラ農協連合 (デブレ　ブレハム)
14:00 ウェデラ農協連合 倉庫視察、市場調査　（北ショア県）

15:30 農民インタビュー（北ショア県）

フィールドスタディー (2) オロミア州

9:15  ヘトサ農協連合 (アリシ 県）

11:00 AISE 地方倉庫視察 (アリシ 県）

13:00 地方マーケット視察 ((アリシ 県)
14:45 農民インタビュー (アリシ県）

09:00 　MoARD　協議

11:00 　MoARD 鈴木専門家　協議

14:00 　笹川アフリカ協会　協議

16:00　 AISE  協議

フィールドスタディー (2) オロミア州

9:30  エレル農協連合 (東シェワ県）

12:00 ウデ単位農協 (東シェワ県）

16:00 東シェワ県 MoARD事務所

09:00 　MoARD　協議

11:00 　JICAエチオピア事務所 団内会議

14:00 　AISE　協議

16:00   オロミア州水資源局

日程

19:50　羽田 (JL 185) → 21:05 関西

23:15　関西 (JL5099)

→ 4:45 ドバイ

08:25　ドバイ (EK 723) → 11:30 アディス・アベバ

15:30 JICA エチオピア事務所

09:00 　MoARD　協議

11:00 　MoFED　 協議

14:00 　AISE　 　　協議

16:00   MoARD   協議
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（４）面談者リスト

１）財務経済開発省（MOFED: Ministry of Finance and Economic Development）
二国間協力局（Bilateral Cooperation Department）
Mr. Tilahum Tadesse Director
Ms. Asnakech Tefera Team Leader, Asia, Australia and Middle East Countries Team

２）農業農村開発省（MoARD: Ministry of Agriculture and Rural Development）
農業資機材流通（Agricultural Marketing and Input）
Mr. Yakob Yala State Minister

農業資機材流通局 （Agriculture Input Marketing Directorate）
Mr. Asefa Mulugeta Director
Mr. Teshome Lakew Senior Expert

企画計画局（Planning and Programming Directorate）
Mr. Techane Adugna Director
鈴木　尚登 専門家

人材開発管理部（Manpower Development and Administration Department）
Mr .Tamiru Habte Coordinator

北ショア県農業農村開発事務所

（ANRS North Shoa Zone Agricultural and Rural Development Office）
Dr. Demeke Atlaw Head

東シェワ県農業農村開発事務所

（Estern Shawa Zone Agricultural and Rural Development Office）
Mr. Mvtuma Tolossa Planning and Evaluation

３）エチオピア農業研究機構（Ethiopia Institute of Agricultural Research）
Dr. Sawit Alemu The National Coordinator, Agricultural Economics, 
 Research-Extension and Farmers’ Linkage

４）農業資機材供給会社（AISE: Agricultural Inputs Supply Enterprise）
本部

Mr. Mebrahtu G/Egziabher General Manager
Ms. Getenesh Azhenafi Manager of Marketing Department
Ms. Amarech Senior Sales Officer
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Assela 販売センター

Mr. Yaesu Nehmamo Monitoring Supervisor

５）FAO エチオピア

Mr. Hassan Ali Assistant FAO Representative in Ethiopia

６）ウェデラ農協連合（Wedera Cooperative Union）
Mr. Tadesse Wendingezahu Head, Marketing Department

７）エレル農協連合 （Erer Cooperative Union）
Mr. Mekkonen Haile General Manager

８）ヘトサ農協連合 （Hetosa Cooperative Union）
Mr. Daba Feyisa General Manager

９）ウデ農協　（Ude Primary Cooperative）
Mr. Amare Mamo General Manager
Mr. Fasika Ahebe Accountant

10）Wondo Trading and Investment PLC
Mr. Jemal Suleman General Manager

11）笹川アフリカ協会（SG2000）
間遠　登志朗 農産物加工技術普及担当ダイレクター　

12）在エチオピア国日本大使館

北村　義典 一等書記官

13）灌漑設計・施工能力向上プロジェクト

池内　透 長期専門家　チーフアドバイザー / 灌漑技術

二神　健次郎 長期専門家　灌漑設計・施工管理

伊藤　良輔 長期専門家　業務調整 / 研修

14）JICA エチオピア事務所

中村　貴弘 所員

菊池　匡企画 調査員

Mr. Gezahegn Alemu Tadesse Senior Program Officer
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第２章　当該国における農業セクターの概況

２－１　農業セクターの現状と課題

（１）｢ エ ｣ 国経済における農業セクターの位置づけ

｢ エ ｣ 国は長年にわたる内戦、紛争による国土の荒廃、干ばつにより極めて厳しい社会経

済状況にあり、国連食糧農業機関（FAO）の「低所得、食糧不足国」に認定されている。ま

た、2008 年世銀統計によると、「エ ｣ 国の一人当たり GNI は、全世界 210 カ国中 205 位の

280USD であり、世界でも最も低い水準に留まる。

表 2-1 にセクター別実質 GDP 及び貿易収支の推移を示す。2003 年度以降の「エ」国の実

質 GDP は 10% 以上の高成長を続けており、農業セクター GDP も順調に拡大している。2002
年度は、工業、サービス業は成長したものの、大規模な干ばつの影響を受け農業生産が落ち

込んだためマイナス成長であった。このように ｢ エ ｣ 国経済は天候に左右される、農業セク

ターの GDP シェアは、GDP 成長率において他産業に劣るものの 2007 年度時点で 44.58％と

最大であり、「エ」国経済は農業に大きく依存している。

近年、総輸出・輸入額とも大きく拡大しているものの、貿易収支は慢性的に赤字であり「エ」

国の外貨不足は深刻である。

表２－１　セクター別　実質 GDP、貿易収支推移

単位：千 Birr
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近年、総輸出・輸入額とも大きく拡大しているものの、貿易収支は慢性的に赤字であり「エ」国
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表２－１ セクター別 実質 GDP、貿易収支推移 
単位：千 Birr 

実質GDPに占める割合

農業 33,424,732 29,920,207 34,990,166 39,728,806 44,062,631 48,225,807 51,843,483 44.58%

工業 8,765,030 9,332,618 10,419,421 11,402,254 12,561,013 13,841,567 15,276,136 13.14%

サービス業 26,227,874 27,796,953 29,536,248 33,312,094 37,747,674 43,146,893 50,477,182 43.40%

-403,460 -462,890 -548,739 -639,132 -896,834 -1,018,210 -1,301,365 -1.12%

68,014,176 66,586,888 74,397,096 83,804,022 93,474,484 104,196,057 116,295,436

1.60% -2.10% 11.70% 12.60% 11.50% 11.50% 11.60%

総輸出額 8,389,000 9,779,000 12,914,000 16,077,000 18,205,000 21,857,000 28,317,000

総輸入額 17,707,000 20,131,000 27,367,000 37,776,000 48,092,000 55,082,000 76,564,000

貿易収支 -9,318,000 -10,352,000 -14,453,000 -21,699,000 -29,887,000 -33,225,000 -48,247,000

2007年度

合計（実質GDP)

マイナス

金融中間サービス

成長率

2006年度2005年度2004年度2003年度2002年度2001年度セクター

 
注：表中の年度はエチオピアの会計年度（7 月 8 日～翌年 7 月 7 日）である。 
（出所：Central Statistical Agency (CSA) “The 2008 National Statistics”） 
 
 表 2-2 の主要輸出品目統計に示すとおり、鉱物資源である金以外の主要輸出品は農産物もしくは

その加工品であり、「エ」国にとって農業セクターは外貨獲得の面でも大きな割合を占めている。

輸出されている主要な農産品は、コーヒー、油糧種子、チャット4であり、この 3 品目で 1 年間の

総輸出額の約 65％を占め、次いで、輸出金額が多いのは畜産関連の品目である。皮・皮革、畜産

動物及び肉・肉製品の 3 品目で約 12％を占める。また、輸出用の花の栽培が急速に広まっており、

3 年間で輸出額が 9 倍に拡大した。 
 

                                                        
4 チャットとはカートとも呼ばれ、その葉を口中に含み長時間かけてかんでいると、気分がすっきりするなどの

覚醒作用が得られる植物。 

注：表中の年度はエチオピアの会計年度（7 月 8 日～翌年 7 月 7 日）である。

（出所：Central Statistical Agency （CSA） “The 2008 National Statistics”）

表 2-2 の主要輸出品目統計に示すとおり、鉱物資源である金以外の主要輸出品は農産物も

しくはその加工品であり、「エ」国にとって農業セクターは外貨獲得の面でも大きな割合を

占めている。輸出されている主要な農産品は、コーヒー、油糧種子、チャット 5 であり、こ

の 3 品目で 1 年間の総輸出額の約 65％を占め、次いで、輸出金額が多いのは畜産関連の品

目である。皮・皮革、畜産動物及び肉・肉製品の 3 品目で約 12％を占める。また、輸出用

5
　チャットとはカートとも呼ばれ、その葉を口中に含み長時間かけてかんでいると、気分がすっきりするなどの覚醒作用が得られ

る植物。
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の花の栽培が急速に広まっており、3 年間で輸出額が 9 倍に拡大した。

なお、「エ」国の主要食糧であるテフ 6、メイズ、ソルガム、コムギ、オオムギといった穀

物は主に国内で消費されている。

表２－２　主要輸出品目統計

単位：百万 USD
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なお、「エ」国の主要食糧であるテフ5、メイズ、ソルガム、コムギ、オオムギといった穀物は

主に国内で消費されている。 
 

表２－２ 主要輸出品目統計 
単位：百万 USD 

2003/4年 2004/5年

全輸出額に

占める割合

コーヒー 223.5 335.2 354.3 35.42%
油糧種子 82.7 125.0 211.4 21.13%
チャット 88.0 100.2 89.1 8.91%
皮・皮革 43.6 67.6 75.0 7.50%
豆類 22.6 35.4 37.0 3.70%
畜産動物 1.9 12.8 27.6 2.76%
肉・肉製品 7.7 14.6 18.5 1.85%
果物・野菜 12.7 16.1 13.2 1.32%
花 2.3 7.8 21.8 2.18%
金 48.7 59.4 64.7 6.47%
その他 66.7 73.0 87.8 8.78%
合計 600.4 847.1 1000.4 100.00%

2005/6年

 

（出所：National Bank of Ethiopia “Annual Report 2005/06”） 
 

 「エ」国の総人口は 2008 年で 8,071 万人と推計され、人口増加率は 2%を超える。表 2-3 に示す

とおり、至近 5 年間のデータによると農村人口比率、農業就業人口比率とも微減であるものの 80%
前後と高く、人口増加により農村人口、農業就業人口とも増加傾向にある。農村部では大半の就業

者が何らかの形で農業セクターに従事していると推測され、農業は雇用確保の面からも大きく貢献

している。 
 2007 年の農業就業人口比率が 78.93%のところ、農業セクターGDP は 44.58%に留まっている。こ

のような状況を改善するための重要な手段のひとつとして、他産業に比べ労働生産性が低い農業の

生産性の向上が考えられる。 
 

表２－３ 農村人口及び農業就労人口推移 
単位：千人 

項目 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
総人口 72,746 74,661 76,628 78,646 80,713

農村人口 61,252 62,669 64,110 65,574 67,057

都市人口 11,494 11,992 12,518 13,073 13,657

農村人口比率 (%) 84.20% 83.94% 83.66% 83.38% 83.08%
就業人口 33,875 35,157 36,216 37,670 39,060
農業就業人口 27,242 28,100 28,766 29,732 30,626
農業就業人口比率 (%) 80.42% 79.93% 79.43% 78.93% 78.41%  
（出所：FAO “FAOSTAT Database”） 

 

                                                        
5 テフとはアフリカ北東部が原産とされているイネ科カゼクサ属の 1 年草の植物。学名は Eragrostis abyssinica。

「エ」国で伝統的に主食として栽培されてきた作物。 

（出所：National Bank of Ethiopia “Annual Report 2005/06”）
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6
　テフとはアフリカ北東部が原産とされているイネ科カゼクサ属の 1 年草の植物。学名は Eragrostis abyssinica。「エ」国で伝統的

に主食として栽培されてきた作物。
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（２）自然環境条件

｢ エ ｣ 国は、アフリカ大陸の北東部に広がる内陸国である。国土面積は 110.43 万ｋｍ2 で

ある（日本の約 3 倍）。「エチオピア高原」と呼ばれている標高 1,500 ｍ以上の地域（平均標

高 2,300m）が国土の 45％を占める。

国土を南北にアフリカ大地溝帯（リフト・バレー）が走っており、西側が狭義の「エチオ

ピア高原」、東側が「東部高原」と呼ばれる。西側の方が面積が広く、ほとんどの主要都市

が所在する。アフリカ大地溝帯（リフト・バレー）以外にも、長年の土壌浸食によって国土

には幾つもの深い峡谷が形成されている。こうした峡谷は、道路等のインフラ整備を困難に

し、流通の発展を妨げる要因の一つとなっている。

「エ」国の高度分布は非常に広く、アファ州のダロール地溝のマイナス 126m からタナ湖

北部のラス・デジェン山 4,620m まで広がっている。年間平均気温は高地では 7 ～ 12℃であ

るが、低地では 25℃を超えるところもある。年間平均降水量は、南西部の一部では 2,000mm
を超える一方、北西部の低地では 100mm 以下の地域もある。概して西部の降水量が多く、

東へ向かうに従って減少する。一般的な降雨パターンは 6 月～ 9 月ごろに大雨期（メハール 
Meher）及び 2 ～ 3 月に小雨期（ベルグ Belg）となっており、その他の期間は乾期である。

「エ」国における農業生産の拠点は、国土の 45％を占める標高 1,500 メートル以上の地域

である。こうした標高の高い地域は、一般的に自然条件に恵まれていて農業生産のポテンシャ

ルが高く、実際に多くの農民が居住している。標高 1,500m 以下の地域は主に放牧地として

利用されている。こうした標高の低い土地では、概して自然条件が高地よりも農業生産に適

していない。

以下に標高による農業地域区分を説明する 7。

１）標高 1,500m 以上の高地

国土の 45％を占め、主に国土の西側に広がっている。国内の耕作地面積の 95% がここ

にあるほか、総人口の大部分が居住し、家畜の 70% が飼育されている。国内約 700 万世

帯といわれる小規模農家のほとんどがここに住み、主として作物と畜産の小規模混合農業

が営まれている。主な栽培作物は、オオムギ、テフ、トウモロコシ、コムギ、マメ類、ソ

ルガム、根菜・塊茎類、コーヒー、ミレットである。人口密度が高いため、農家あたりの

耕地面積は極めて限られている。

２）標高 1,500m 以下の地域（放牧地）

国の東側と南側の平野部に広がる乾燥・半乾燥地域で、放牧民や半放牧民の多くがここ

に住んでいる。この地域においては放牧農法が中心で、生計を家畜生産に依存している。

３）標高 1,500m 以下の地域（その他）

南西側と西側の国境沿いの人口が少ない地域で、人々は焼畑農業と狩猟を中心とした生

活をしている。なお、西側平地の一部では商業的農業も行われている。

上記の標高による農業地域区分の他に、FAO は営農状況や自然状況等を考慮して「エ」国

の全土を 8 つの農業ゾーンに類型化している（表 2-4 及び図 2-1 を参照）。

7
　AICAF『エチオピアの農林業 - 現状と開発の課題 - 2006 年版』で述べられている区分に従った。
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表２－４　FAO による農業ゾーン分類
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表２－４ FAO による農業ゾーン分類 
農業ゾーン 自然特徴

標高
（m）

降水量
（mm）

気温
（℃) 営農タイプ

飼育家畜
数（頭）

植生

1 灌漑農業 低地高温 500以下 1,000～1,500 20～35 穀物+工芸作物 0～5 サバンナ

2 畑作混作 高地温帯 500～1,500 1,000～1,500 20～35 穀物+根菜類 0～5 サバンナ

3 農牧混合 高地温帯 1,000～1,500 700～1,000 20～35 雑穀+畜産 0～5 サバンナ

4 畑作（短+永年） 高地温帯 2,000以上 1,000～1,500 15～20 穀物+野菜+果実 50～100 サバンナ

5 牧畜（放牧） 低地高温 200～500 150～250 20～35 牛+羊+山羊 0～5 荒地

6 牧畜（放牧） 低地高温 200～1,000 250～500 20～35 羊+山羊 0～5 潅木林

7 畑作（短+永年） 高地温帯 500～1,500 1,000～1,500 15～20 穀物+野菜+果実 50～100 サバンナ

8 永年作（高原） 高地低温 2,000以上 1,500～2,500 15～20 果実+穀物 50～100 常緑林  
（出所：IDCJ 平成 17 年 8 月『国別農業・農村開発に係る案件発掘・形成のための執務参考資料 エチオピア』） 
（原資料は FAO Country Profiles and Mapping Information System, Ethiopia） 

 

 

（出所： FAO “Country Profiles and Mapping Information System, Ethiopia”） 
 

図２－１ FAO による農業ゾーン分類 
 

（３） 土地利用条件 

 表 2-5 に 2003 年から 2007 年までの土地利用区分を示す。農用地、耕作地とも拡大しており、国

土のうち農用地の割合は 31.8%、作物栽培に使われている耕作地（休閑地を含む）及び永年作物地

は 13.7％である。灌漑設備のある耕作地が非常に少ないことが特徴であり、短年作物地の内、灌漑

されている耕地は 1.2%に過ぎず、天水に農業生産を依存した農業である。 
また、森林地帯が、薪炭材としての利用が主たる要因から年々減少し、土壌浸食が問題となって

おり、耕作地を急速に拡大させることについて慎重に対応する必要があることから、食糧増産は灌

漑農地の拡大や肥料や改良種子の投入による農業生産性の向上が急務である。 
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（出所：IDCJ 平成 17 年 8 月『国別農業・農村開発に係る案件発掘・形成のための執務参考資料　エチオピア』）

（原資料は FAO Country Profiles and Mapping Information System, Ethiopia）

（出所： FAO “Country Profiles and Mapping Information System, Ethiopia”）

図２－１　FAO による農業ゾーン分類

（３）土地利用条件

表 2-5 に 2003 年から 2007 年までの土地利用区分を示す。農用地、耕作地とも拡大しており、

国土のうち農用地の割合は 31.8%、作物栽培に使われている耕作地（休閑地を含む）及び永

年作物地は 13.7％である。灌漑設備のある耕作地が非常に少ないことが特徴であり、短年作

物地の内、灌漑されている耕地は 1.2% に過ぎず、天水に農業生産を依存した農業である。

また、森林地帯が、薪炭材としての利用が主たる要因から年々減少し、土壌浸食が問題と

なっており、耕作地を急速に拡大させることについて慎重に対応する必要があることから、

食糧増産は灌漑農地の拡大や肥料や改良種子の投入による農業生産性の向上が急務である。
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表２－５　土地利用区分
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表２－５ 土地利用区分 
単位:千 ha 

土地利用形態 2003年 2004年 2005年 2006年
総面積 110,430 110,430 110,430 110,430 110,430 100.00%

内水面積 10,430 10,430 10,430 10,430 10,430 9.44%
陸地面積 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90.56%

農用地面積 31,607 33,101 33,691 34,219 35,077 31.76%
耕作地（休閑地含む）永年作物 11,607 13,101 13,691 14,219 15,077 13.65%
耕作地（休閑地含む） 10,928 12,364 12,923 13,396 14,038 12.71%

短年作物 8,975 10,151 10,525 10,965 11,343 10.27%
短年作物（灌漑） 89 87 109 102 131 0.12%
短年作物（非灌漑） 8,886 10,064 10,416 10,863 11,212 10.15%

短年牧草地 877 844 - 987 1,530 1.39%
休閑地 1,076 1,369 1,398 1,444 1,165 1.05%
永年作物 679 737 768 823 1,039 0.94%

永年作物(灌漑） 32 34 38 33 33 0.03%
永年作物(非灌漑） 647 703 730 790 1,006 0.91%

草地 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 18.11%
森林地帯 13,282 13,141 13,000 12,859 12,718 11.52%
その他 55,111 53,758 53,309 52,922 52,205 47.27%

2007年

 
（注）：- データ無し 
（出所：FAO “FAOSTAT Database”） 
 
（４） 食糧事情 

１）農作物生産状況 
 「エ」国で栽培されている主な食糧作物は、テフ、メイズ、ソルガム、コムギ、オオムギの 5 つ

である。そのうち、耐寒性の強いテフ、コムギ、オオムギは主に冷涼な高地で栽培され、メイズ、

ソルガムは、それよりも温暖な地域で栽培されている。ソルガムは耐乾性が強く、標高の低い半乾

燥地における主要作物である。天水農業が中心であるため、多くの農作物は 6 月からの本格的な雨

期の開始とともに作付けされるが、メイズやソルガムは 4～5 月に播種する地域もある。また、雨

期が大雨期と小雨期と 2 つあるため、一部地域によっては二毛作が行われている。一部でフィンガ

ー・ミレット、エンバク、コメ等も食糧として栽培されているが、その割合は低く、前述の 5 つの

作物は穀物生産量全体の 80％以上を占める。 
表 2-6 は至近 5 年間の主要 5 作物の生産量を示す。同統計は、食用作物のおよそ 90～95%が栽培

されている大雨期の栽培面積、生産量、収量のデータである。天水に依存した農業であり、生産量

は天候の影響により増減があるものの、生産量及び収量とも増加傾向で推移しており、2003/4 年と

比べ 2008/9 年の主要 5 作物の穀物生産量合計は 59.66%増加し、特にテフは 80.52%と増加率は群を

抜いている。前年と比べてもテフ、オオムギの栽培面積が微減しているにもかかわらず主要 5 作物

の穀物生産量は 5.74%増加しており、農業生産性の向上が見られる。 
 

 

（注）：- データ無し

（出所：FAO “FAOSTAT Database”）

（４）食糧事情

１）農作物生産状況

「エ」国で栽培されている主な食糧作物は、テフ、メイズ、ソルガム、コムギ、オオム

ギの 5 つである。そのうち、耐寒性の強いテフ、コムギ、オオムギは主に冷涼な高地で栽

培され、メイズ、ソルガムは、それよりも温暖な地域で栽培されている。ソルガムは耐乾

性が強く、標高の低い半乾燥地における主要作物である。天水農業が中心であるため、多

くの農作物は 6 月からの本格的な雨期の開始とともに作付けされるが、メイズやソルガム

は 4 ～ 5 月に播種する地域もある。また、雨期が大雨期と小雨期と 2 つあるため、一部地

域によっては二毛作が行われている。一部でフィンガー・ミレット、エンバク、コメ等

も食糧として栽培されているが、その割合は低く、前述の 5 つの作物は穀物生産量全体の

80％以上を占める。

表 2-6 は至近 5 年間の主要 5 作物の生産量を示す。同統計は、食用作物のおよそ 90 ～

95% が栽培されている大雨期の栽培面積、生産量、収量のデータである。天水に依存した

農業であり、生産量は天候の影響により増減があるものの、生産量及び収量とも増加傾向

で推移しており、2003/4 年と比べ 2008/9 年の主要 5 作物の穀物生産量合計は 59.66% 増加し、

特にテフは 80.52% と増加率は群を抜いている。前年と比べてもテフ、オオムギの栽培面

積が微減しているにもかかわらず主要 5 作物の穀物生産量は 5.74% 増加しており、農業生

産性の向上が見られる。
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表２－６　主要穀物生産量の推移
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表２－６ 主要穀物生産量の推移 

2008/9年
2003/4年から

の増加率

前年からの

増加率

栽培面積 (ha) 1,989,068 2,135,553 2,246,017 2,404,674 2,565,155 2,481,333 24.75% -3.27%

生産量 (MT) 1,677,348 2,025,521 2,175,598 2,437,749 2,992,923 3,028,018 80.52% 1.17%

収量(kg/ha) 843 948 969 1,014 1,167 1,220 44.71% 4.59%

栽培面積 (ha) 1,367,115 1,392,916 1,526,125 1,694,522 1,767,389 1,768,122 29.33% 0.04%

生産量 (MT) 2,542,965 2,394,162 3,336,795 3,776,440 3,749,749 3,932,522 54.64% 4.87%

収量(kg/ha) 1,860 1,719 2,186 2,229 2,122 2,224 19.57% 4.83%

栽培面積 (ha) 1,283,654 1,253,620 1,468,070 1,464,318 1,533,537 1,615,297 25.84% 5.33%

生産量 (MT) 1,742,454 1,715,954 2,173,599 2,316,041 2,659,129 2,804,351 60.94% 5.46%

収量(kg/ha) 1,357 1,369 1,481 1,582 1,734 1,736 27.90% 0.12%

栽培面積 (ha) 1,098,907 1,398,215 1,459,540 1,473,917 1,424,719 1,453,817 32.30% 2.04%

生産量 (MT) 1,614,441 2,176,603 2,219,075 2,463,064 2,314,489 2,537,640 57.18% 9.64%

収量(kg/ha) 1,469 1,557 1,520 1,671 1,625 1,746 18.81% 7.45%

栽培面積 (ha) 920,127 1,095,436 997,868 1,019,314 984,943 977,757 6.26% -0.73%

生産量 (MT) 1,079,686 1,328,052 1,270,680 1,352,148 1,354,807 1,519,404 40.73% 12.15%

収量(kg/ha) 1,173 1,212 1,273 1,327 1,376 1,554 32.43% 12.97%

8,656,894 9,640,293 11,175,747 12,345,442 13,071,097 13,821,935 59.66% 5.74%

10,356,413 11,906,810 13,382,128 14,955,498 16,040,414 17,116,741 65.28% 6.71%

2005/6年 2006/7年

2008/9年
2007/8年穀物名 項目（単位） 2003/4年 2004/5年

オオムギ

テフ

メイズ

ソルガム

コムギ

上記5穀物の生産量合計
 (MT)

全穀物の生産量合計
 (MT)  

（注）四捨五入の関係で合計が合わない所がある。 

（出所：CSA “Agricultural Sample Survey 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009”） 

 
 高原地帯に位置するオロミヤ州とアムハラ州は主要農業生産地であり、穀物の栽培面積及び生産

量において他州よりも突出している。2008/9 年の推計では、オロミヤ州が全国の穀物生産量の

48.13%、アムハラ州は 33.14%であり、両州あわせて穀物生産量の 81.27%を占める。なお、これら

2 つの州には人口の 60.8%（オロミヤ州 35.4%、アムハラ州 25.4%）7が集中し、国土の 46.4%（オ

ロミヤ州 32.0%、アムハラ州 14.4%）8を占めている（表 2-7）。 
 

表２－７ 州別の穀物栽培面積と生産量 

ティグライ州 878,322 8.02% 885,835 7.90% 1,178,935 7.35% 1,234,972 7.21%
アファ州 18,096 0.17% 17,423 0.16% 40,481 0.25% 42,549 0.25%
アムハラ州 3,862,233 35.26% 3,973,611 35.45% 5,361,046 33.42% 5,672,190 33.14%
オロミヤ州 4,951,938 45.20% 5,073,271 45.25% 7,800,121 48.63% 8,238,464 48.13%
ソマリ州 78,140 0.71% 75,142 0.67% 73,232 0.46% 167,658 0.98%
ベニシャングル州 191,990 1.75% 192,422 1.72% 262,889 1.64% 276,438 1.62%
南部諸民族州 945,958 8.64% 964,379 8.60% 1,282,129 7.99% 1,433,620 8.38%
ガンベラ州 10,532 0.10% 10,342 0.09% 19,589 0.12% 24,440 0.14%
ハラール州 9,556 0.09% 10,166 0.09% 11,381 0.07% 15,904 0.09%
ディレ・ダワ 7,957 0.07% 7,909 0.07% 10,612 0.07% 10,505 0.06%

合計 10,954,722 100.00% 11,210,500 100.00% 16,040,414 100.00% 17,116,741 100.00%

2007/2008年 2008/2009年
生産量（MT)

2007/2008年 2008/2009年
栽培面積（ha)

 

（出所：CSA “Agricultural Sample Survey 2008/2009”） 

                                                        
7 CSA “National Statistics 2006” 
8 CSA “National Statistics 2006”及び FAOSTAT により算出 

（注）四捨五入の関係で合計が合わない所がある。

（出所：CSA “Agricultural Sample Survey 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009”）

高原地帯に位置するオロミヤ州とアムハラ州は主要農業生産地であり、穀物の栽培

面積及び生産量において他州よりも突出している。2008/9 年の推計では、オロミヤ州が

全国の穀物生産量の 48.13%、アムハラ州は 33.14% であり、両州あわせて穀物生産量の

81.27% を占める。なお、これら 2 つの州には人口の 60.8%（オロミヤ州 35.4%、アムハラ

州 25.4%）8 が集中し、国土の 46.4%（オロミヤ州 32.0%、アムハラ州 14.4%）9 を占めている

（表 2-7）。
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表２－６ 主要穀物生産量の推移 

2008/9年
2003/4年から

の増加率

前年からの

増加率

栽培面積 (ha) 1,989,068 2,135,553 2,246,017 2,404,674 2,565,155 2,481,333 24.75% -3.27%

生産量 (MT) 1,677,348 2,025,521 2,175,598 2,437,749 2,992,923 3,028,018 80.52% 1.17%

収量(kg/ha) 843 948 969 1,014 1,167 1,220 44.71% 4.59%

栽培面積 (ha) 1,367,115 1,392,916 1,526,125 1,694,522 1,767,389 1,768,122 29.33% 0.04%

生産量 (MT) 2,542,965 2,394,162 3,336,795 3,776,440 3,749,749 3,932,522 54.64% 4.87%

収量(kg/ha) 1,860 1,719 2,186 2,229 2,122 2,224 19.57% 4.83%

栽培面積 (ha) 1,283,654 1,253,620 1,468,070 1,464,318 1,533,537 1,615,297 25.84% 5.33%

生産量 (MT) 1,742,454 1,715,954 2,173,599 2,316,041 2,659,129 2,804,351 60.94% 5.46%

収量(kg/ha) 1,357 1,369 1,481 1,582 1,734 1,736 27.90% 0.12%

栽培面積 (ha) 1,098,907 1,398,215 1,459,540 1,473,917 1,424,719 1,453,817 32.30% 2.04%

生産量 (MT) 1,614,441 2,176,603 2,219,075 2,463,064 2,314,489 2,537,640 57.18% 9.64%

収量(kg/ha) 1,469 1,557 1,520 1,671 1,625 1,746 18.81% 7.45%

栽培面積 (ha) 920,127 1,095,436 997,868 1,019,314 984,943 977,757 6.26% -0.73%

生産量 (MT) 1,079,686 1,328,052 1,270,680 1,352,148 1,354,807 1,519,404 40.73% 12.15%

収量(kg/ha) 1,173 1,212 1,273 1,327 1,376 1,554 32.43% 12.97%

8,656,894 9,640,293 11,175,747 12,345,442 13,071,097 13,821,935 59.66% 5.74%

10,356,413 11,906,810 13,382,128 14,955,498 16,040,414 17,116,741 65.28% 6.71%

2005/6年 2006/7年

2008/9年
2007/8年穀物名 項目（単位） 2003/4年 2004/5年

オオムギ

テフ

メイズ

ソルガム

コムギ

上記5穀物の生産量合計
 (MT)

全穀物の生産量合計
 (MT)  

（注）四捨五入の関係で合計が合わない所がある。 

（出所：CSA “Agricultural Sample Survey 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009”） 

 
 高原地帯に位置するオロミヤ州とアムハラ州は主要農業生産地であり、穀物の栽培面積及び生産

量において他州よりも突出している。2008/9 年の推計では、オロミヤ州が全国の穀物生産量の

48.13%、アムハラ州は 33.14%であり、両州あわせて穀物生産量の 81.27%を占める。なお、これら

2 つの州には人口の 60.8%（オロミヤ州 35.4%、アムハラ州 25.4%）7が集中し、国土の 46.4%（オ

ロミヤ州 32.0%、アムハラ州 14.4%）8を占めている（表 2-7）。 
 

表２－７ 州別の穀物栽培面積と生産量 

ティグライ州 878,322 8.02% 885,835 7.90% 1,178,935 7.35% 1,234,972 7.21%
アファ州 18,096 0.17% 17,423 0.16% 40,481 0.25% 42,549 0.25%
アムハラ州 3,862,233 35.26% 3,973,611 35.45% 5,361,046 33.42% 5,672,190 33.14%
オロミヤ州 4,951,938 45.20% 5,073,271 45.25% 7,800,121 48.63% 8,238,464 48.13%
ソマリ州 78,140 0.71% 75,142 0.67% 73,232 0.46% 167,658 0.98%
ベニシャングル州 191,990 1.75% 192,422 1.72% 262,889 1.64% 276,438 1.62%
南部諸民族州 945,958 8.64% 964,379 8.60% 1,282,129 7.99% 1,433,620 8.38%
ガンベラ州 10,532 0.10% 10,342 0.09% 19,589 0.12% 24,440 0.14%
ハラール州 9,556 0.09% 10,166 0.09% 11,381 0.07% 15,904 0.09%
ディレ・ダワ 7,957 0.07% 7,909 0.07% 10,612 0.07% 10,505 0.06%

合計 10,954,722 100.00% 11,210,500 100.00% 16,040,414 100.00% 17,116,741 100.00%

2007/2008年 2008/2009年
生産量（MT)

2007/2008年 2008/2009年
栽培面積（ha)

 

（出所：CSA “Agricultural Sample Survey 2008/2009”） 

                                                        
7 CSA “National Statistics 2006” 
8 CSA “National Statistics 2006”及び FAOSTAT により算出 

（出所：CSA “Agricultural Sample Survey 2008/2009”）

8
　CSA “National Statistics 2006”

9
　CSA “National Statistics 2006”及び FAOSTAT により算出
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２）食糧自給状況　食糧不足

主要穀物のバランスシートを表 2-8 に示す。2001 年のテフ、メイズを除き、国内供給

量が生産量を上回り、国内生産量は国内消費量を下回り、2003 年の穀物全体の自給率は

79.4% に留まる。人口増加に伴い穀物の国内消費量が増加している上に、森林、土壌保全

の観点から耕作面積の急激な拡大が困難であるため、単収の増加による食料安全保障の確

保が必要不可欠である。

表２－８　主要穀物のバランスシート

単位：MT

 4

２）食糧自給状況 食糧不足 
 主要穀物のバランスシートを表 2-8 に示す。2001 年のテフ、メイズを除き、国内供給量が生産量

を上回り、国内生産量は国内消費量を下回り、2003 年の穀物全体の自給率は 79.4%に留まる。人口

増加に伴い穀物の国内消費量が増加している上に、森林、土壌保全の観点から耕作面積の急激な拡

大が困難であるため、単収の増加による食料安全保障の確保が必要不可欠である。 
 

表２－８ 主要穀物のバランスシート 
単位：MT 

穀物名

年 2001 2002 2003 2001 2002 2003
生産量 a 9,573,171 9,036,379 8,714,419 1,736,920 1,643,824 1,419,610
輸入量 1,109,291 745,934 1,939,143 873 35,022 114,782
在庫調整 -157,500 843,333 336,673 32,500 123,333 16,673
輸出量 41,899 39,716 17,320 39,751 16,087 13,554
国内消費量 b 10,483,063 10,585,930 10,972,914 1,730,542 1,786,093 1,537,511

飼料 70,000 70,000 70,000 0 0 0
種子 248,565 247,740 285,263 46,571 48,277 51,565
ロス、廃棄 535,394 526,053 531,909 88,376 89,191 70,992
食品加工 146,204 162,164 151,514 0 0 0
食糧 9,482,903 9,580,088 9,934,277 1,595,595 1,648,624 1,414,985

自給率 a/b 91.32% 85.36% 79.42% 100.37% 92.03% 92.33%

穀物名

年 2001 2002 2003 2001 2002 2003
生産量 a 3,298,330 2,825,555 2,800,000 1,541,270 1,566,440 1,650,000
輸入量 14,968 6,258 88,260 8,500 10,000 24,416
在庫調整 -210,000 200,000 240,000 100,000 120,000 40,000
輸出量 1,339 12,860 746 118 1,198 1,412
国内消費量 b 3,101,959 3,018,953 3,127,514 1,649,652 1,695,242 1,713,004

飼料 70,000 70,000 70,000 0 0 0
種子 37,669 37,500 35,238 23,180 24,400 26,717
ロス、廃棄 165,235 151,437 152,579 82,488 84,822 85,721
食品加工 173 61 514 0 0 0
食糧 2828881 2759955 2869183 1543984 1586020 1600566

自給率 a/b 106.33% 93.59% 89.53% 93.43% 92.40% 96.32%

穀物名

年 2001 2002 2003 2001 2002 2003
生産量 a 1,596,020 1,447,645 1,400,000 1,016,940 1,183,541 1,100,000
輸入量 1,065,553 675,021 1,683,202 14,775 7,870 7,754
在庫調整 -100,000 360,000 0 20,000 40,000 40,000
輸出量 180 345 281 13 111 163
国内消費量 b 2,561,394 2,482,321 3,082,921 1,051,702 1,231,300 1,147,591

飼料 0 0 0 0 0 0
種子 70,439 69,840 81,643 61,604 59,152 80,657
ロス、廃棄 131,351 123,232 150,155 52,136 61,177 57,000
食品加工 0 0 0 101,896 118,181 107,980
食糧 2,359,604 2,289,248 2,851,124 836,070 992,798 901,969

自給率 a/b 62.31% 58.32% 45.41% 96.69% 96.12% 95.85%

コムギ オオムギ

穀物全体 テフ

メイズ ソルガム

 

注１：FAO STAT ではテフの項目がないため “Cereals, Others”の情報を代替として使用した。 
（出所：FAO “FAOSTAT Database”） 

 

 「エ」国では国内消費を国内生産で満たせないため穀物を輸入しているが、深刻な外貨不足のた

め商業輸入に加え、表 2-9 に示すとおり恒常的に食糧援助を通した輸入に大きく依存している。恒

注１：FAO STAT ではテフの項目がないため “Cereals, Others”の情報を代替として使用した。

（出所：FAO “FAOSTAT Database”）
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「エ」国では国内消費を国内生産で満たせないため穀物を輸入しているが、深刻な外

貨不足のため商業輸入に加え、表 2-9 に示すとおり恒常的に食糧援助を通した輸入に大

きく依存している。恒常的に食糧が不足しているのに加え、農業は天水に依存している

ため、年によっては干ばつによる食糧生産の落ち込みによる食糧不足が深刻であり、干

ばつの深刻であった 2002 年、2003 年においては 121 万 3,970MT、94 万 6,771MT の食糧

の支援をうけた。

2009 年 10 月の「エ」国政府のアピールによると、小雨期の降雨量が少なく、大雨期

の始まりが遅かったため、食糧援助が必要な人数を年始当初の予測値である 490 万人か

ら 620 万人に上方修正し、10 月から 12 月にかけて 34 万 7,000MT の食糧援助が必要と

している。

表２－９　食糧援助量

 5

常的に食糧が不足しているのに加え、農業は天水に依存しているため、年によっては干ばつによる

食糧生産の落ち込みによる食糧不足が深刻であり、干ばつの深刻であった 2002 年、2003 年におい

ては 121 万 3,970MT、94 万 6,771MT の食糧の支援をうけた。 
 2009 年 10 月の「エ」国政府のアピールによると、小雨期の降雨量が少なく、大雨期の始まりが

遅かったため、食糧援助が必要な人数を年始当初の予測値である 490 万人から 620 万人に上方修正

し、10 月から 12 月にかけて 34 万 7,000MT の食糧援助が必要としている。 
 

表２－９ 食糧援助量 
年 2001 2002 2003 2004 2005 2006
食糧援助量(MT) 299,342 1,213,970 946,771 599,978 698,555 504,204  

（出所：FAO “FAOSTAT Database”） 
 

 「エ」国は広大であり干ばつ被害は地域差がある。干ばつ被害を被った地域に余剰食糧や輸出向

け食糧を分配することができれば、干ばつ被害の影響を軽減することが可能であろうが、実際には

食糧危機に瀕している人々に十分に食糧が行き渡っていない。理由としては、自給農民が多いため

に余剰生産物の量自体が少ないこと、及び道路を含めた国内の流通インフラ未整備のため農産物の

流通体制が整っていないことが挙げられる。 
 
（５） 肥料の流通状況 

１） 肥料の輸入 
「エ」国では肥料の生産は行われておらず、有機肥料を除く肥料は全て輸入に依存している。窒

素肥料である尿素及び窒素・燐酸肥料である DAP が主に流通し、穀物栽培のために使用されてい

る。 
2007 年までの肥料輸入については、外貨不足の深刻な「エ」国では外貨統制の下で農業農村開

発省（以下「MoARD」という）が、外貨を肥料輸入する各団体に割り当てるための入札を多数開

催してきた。入札において最も安価に肥料を輸入できる者が落札者となり、輸入の権利が与えられ

る。肥料輸入には多額の資金が必要とされるため、農業資機材供給公社（以下「AISE」という）、

民間企業、並びに農協連合が落札してきた。 
その後、2008 年 9 月頃までの肥料の高騰を契機に、2009 年販売分肥料より一度の入札で大量に

肥料を輸入し単価を下げることを目的として、MoARD 及び肥料輸入関係団体による協議の上、

AISE を肥料輸入幹事機関として指定し、AISE が実施する国際競争入札により数十万 MT 規模の肥

料を輸入している（ジブチ渡し）。その後、MoARD の承認の下 AISE は、ジブチまでの肥料輸入

価格に、ジブチからアディス・アベバまでの輸送及び倉庫保管費用を追加した金額を卸売価格と定

め、これまで肥料を輸入していた民間企業 1 社及び 12 の農協連合へ必要量を売却している。なお、

AISE は、2009 年 9 月に 2010 年大雨期用の肥料（尿素 10 万 MT、DAP43 万 MT）の国際競争入札

を実施したところである。 
 
 

（出所：FAO “FAOSTAT Database”）

「エ」国は広大であり干ばつ被害は地域差がある。干ばつ被害を被った地域に余剰食糧

や輸出向け食糧を分配することができれば、干ばつ被害の影響を軽減することが可能であ

ろうが、実際には食糧危機に瀕している人々に十分に食糧が行き渡っていない。理由とし

ては、自給農民が多いために余剰生産物の量自体が少ないこと、及び道路を含めた国内の

流通インフラ未整備のため農産物の流通体制が整っていないことが挙げられる。

（５）肥料の流通状況

１）肥料の輸入

「エ」国では肥料の生産は行われておらず、有機肥料を除く肥料は全て輸入に依存して

いる。窒素肥料である尿素及び窒素・燐酸肥料である DAP が主に流通し、穀物栽培のた

めに使用されている。

2007 年までの肥料輸入については、外貨不足の深刻な「エ」国では外貨統制の下で農

業農村開発省（以下「MoARD」という）が、外貨を肥料輸入する各団体に割り当てるた

めの入札を多数開催してきた。入札において最も安価に肥料を輸入できる者が落札者とな

り、輸入の権利が与えられる。肥料輸入には多額の資金が必要とされるため、農業資機材

供給公社（以下「AISE」という）、民間企業、並びに農協連合が落札してきた。

その後、2008 年 9 月頃までの肥料の高騰を契機に、2009 年販売分肥料より一度の入札

で大量に肥料を輸入し単価を下げることを目的として、MoARD 及び肥料輸入関係団体に

よる協議の上、AISE を肥料輸入幹事機関として指定し、AISE が実施する国際競争入札に

より数十万 MT 規模の肥料を輸入している（ジブチ渡し）。その後、MoARD の承認の下

AISE は、ジブチまでの肥料輸入価格に、ジブチからアディス・アベバまでの輸送及び倉

庫保管費用を追加した金額を卸売価格と定め、これまで肥料を輸入していた民間企業 1 社

及び 12 の農協連合へ必要量を売却している。なお、AISE は、2009 年 9 月に 2010 年大雨

期用の肥料（尿素 10 万 MT、DAP43 万 MT）の国際競争入札を実施したところである。
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2007 年から 2009 年までに「エ」国に輸入された肥料輸入量の推移を表 2-10 に示す 10。

上記のとおり 2009 年より AISE が一括して肥料を輸入しているため、輸入ルートを AISE
として記載している。輸入量は、肥料輸入団体の在庫量及び販売予定を考慮し決定される

ため、国内販売量と直接連動したものではないが、輸入量が急激に伸びていることがわか

る。

表２－１０　肥料輸入量（2007 ～ 2009 年）

単位：MT

 6

2007 年から 2009 年までに「エ」国に輸入された肥料輸入量の推移を表 2-10 に示す9。上記のと

おり 2009 年より AISE が一括して肥料を輸入しているため、輸入ルートを AISE として記載してい

る。輸入量は、肥料輸入団体の在庫量及び販売予定を考慮し決定されるため、国内販売量と直接連

動したものではないが、輸入量が急激に伸びていることがわかる。 
  

表２－１１ 肥料輸入量（2007～2009 年） 
単位：MT 

DAP 尿素 小計

2009 公的団体 AISE AISE 113,424 53,450 166,874
公的団体 AISE 日本援助(ノンプロ無償） 27,800 27,800
民間企業 Wondo AISE 34,234 15,618 49,852
農協連合 オロミア州の農協連合 AISE 105,814 46,822 152,636
農協連合 アムハラ州の農協連合 AISE 94,009 43,362 137,371
農協連合 南部諸民族州農協連合 AISE 72,987 17,690 90,677

420,468 204,742 625,210
2008 公的団体 AISE エ国政府入札 62,504 50,135 112,639

公的団体 AISE 日本援助(2KR) 7,116 7,116
農協連合 Galema エ国政府入札 24,987 24,987
農協連合 Wedera エ国政府入札 28,750 28,750
農協連合 L.Adama エ国政府入札 23,484 23,484
農協連合 Merkeb エ国政府入札 28,546 28,546
農協連合 Yerer エ国政府入札 24,400 24,400
農協連合 Hetosa エ国政府入札 24,584 24,584
農協連合 Gozamen エ国政府入札 27,818 27,818
農協連合 Bacho Weliso エ国政府入札 24,827 24,827
農協連合 Ambo エ国政府入札 23,944 23,944
農協連合 Damota Welayeta エ国政府入札 28,510 28,510
農協連合 Enderta エ国政府入札 12,500 25,000 37,500
農協連合 Biftu Selale エ国政府入札 25,000 25,000

282,620 159,485 442,105
2007 公的団体 AISE エ国政府入札 75,000 25,000 100,000

農協連合 L.Adama エ国政府入札 25,000 25,301 50,301
農協連合 Erer エ国政府入札 25,074 25,074
農協連合 Hetosa エ国政府入札 25,117 25,117
農協連合 Lecha エ国政府入札 26,232 26,232
農協連合 Gibe Dedesa エ国政府入札 25,000 25,000
農協連合 Biftu Selale エ国政府入札 25,000 25,000

226,423 50,301 276,724

数量
年 組織カテゴリー 組織/地域名

合計

輸入ルート

合計

合計

 
（出所：MoARD） 

 
近年「エ」国に肥料を援助で供与しているドナーは日本政府だけである。他ドナーは肥料供与を

2002 年に中止し、「エ」国への援助基本方針として肥料等の現物支給から概ね財政支援に切り替

えている。2009 年の日本の援助を除く肥料輸入においては、世界銀行及びアフリカ開発銀行によ

る財政支援（贈与及びローン）により輸入のための外貨を手当てしたとの説明が MoARD よりあっ

た。 
なお、前回の 2007 年度 2KR により「エ」国に供与された尿素 7,116MT は、2008 年の同国にお

ける肥料輸入量の 1.6％に相当し、他方、2008 年度ノン・プロジェクト無償で供与された尿素

27,800MT は 2009 年の肥料輸入量の 4.4%に相当する。 
 

                                                        
9 実際には MoARD の輸入統制以外に尿素と DAP 以外の肥料が「エ」国に輸入されている。その輸入量は「エ」

国における肥料輸入量全体と比べれば微量であり、MoARD がまとめている肥料輸入量の表にも集計されていない。

尿素とDAP以外の肥料輸入は、輸入した団体自らの活動に使用する場合に限ってMoARDは輸入を認められており、

主に園芸分野の民間業者や農業研究所が主な輸入者である。 

（出所：MoARD）

近年「エ」国に肥料を援助で供与しているドナーは日本政府だけである。他ドナーは肥

料供与を 2002 年に中止し、「エ」国への援助基本方針として肥料等の現物支給から概ね財

政支援に切り替えている。2009 年の日本の援助を除く肥料輸入においては、世界銀行及

びアフリカ開発銀行による財政支援（贈与及びローン）により輸入のための外貨を手当て

したとの説明が MoARD よりあった。

なお、前回の 2007 年度 2KR により「エ」国に供与された尿素 7,116MT は、2008 年の同

国における肥料輸入量の 1.6％に相当し、他方、2008 年度ノン・プロジェクト無償で供与

された尿素 27,800MT は 2009 年の肥料輸入量の 4.4% に相当する。

10
　実際には MoARD の輸入統制以外に尿素と DAP 以外の肥料が「エ」国に輸入されている。その輸入量は「エ」国における肥料

輸入量全体と比べれば微量であり、MoARD がまとめている肥料輸入量の表にも集計されていない。尿素と DAP 以外の肥料輸入

は、輸入した団体自らの活動に使用する場合に限って MoARD から輸入を認められており、園芸分野の民間業者や農業研究所が

主な輸入者である。
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２）肥料の販売

「エ」国の肥料の販売量を表 2-11 に示す。「エ」国政府は、食料安全保障の確保の観点

から農業生産性の向上に取り組んでおり、改良種子及び肥料の投入を推奨している。干ば

つの影響により肥料販売が落ち込んだ 2001 年、2002 年を除いて、肥料の販売は増加を続

けており、2009 年の販売実績は 2000 年に比して尿素は 57.2%、DAP は 46.6% 増加している。

2007/8 年の農業統計では、穀物栽培地の 51.4% にあたる約 449 万 ha で肥料は投入されて

おり、穀物の収量確保の観点から肥料は不可欠の資材となっている。

表２－１１　肥料販売量の推移（2000 ～ 2009 年）

単位：MT
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２）肥料の販売 
「エ」国の肥料の販売量を表 2-11 に示す。「エ」国政府は、食料安全保障の確保の観点から農業

生産性の向上に取り組んでおり、改良種子及び肥料の投入を推奨している。干ばつの影響により肥

料販売が落ち込んだ 2001 年、2002 年を除いて、肥料の販売は増加を続けており、2009 年の販売実

績は 2000 年に比して尿素は 57.2%、DAP は 46.6%増加している。2007/8 年の農業統計では、穀物

栽培地の 51.4%にあたる約 449 万 ha で肥料は投入されており、穀物の収量確保の観点から肥料は

不可欠の資材となっている。 
 

表２－１１ 肥料販売量の推移（2000～2009 年） 
単位：MT 

年 尿素 DAP 合計
2000 100,562 197,345 297,907
2001 98,057 181,545 279,602
2002 76,329 155,941 232,270
2003 106,394 157,955 264,349
2004 112,105 210,837 322,942
2005 121,735 224,819 346,554
2006 124,561 251,156 375,717
2007 129,121 259,020 388,141
2008 138,988 265,768 404,756
2009 158,075 289,446 447,521  

（出所：MoARD） 
 

次に表 2-12 のとおり州別の肥料販売量を見ると、1 万 MT を超える肥料が販売されているのはオ

ロミヤ、アムハラ、南部諸民族、ティグライの 4 州であり、これら 4 州が「エ」国における肥料の

主要消費地である。2009 年の統計ではこれら 4 州で全体の 87％を超える肥料が販売されており、

表 2-7 の州別の穀物生産の多寡とも概ね一致する。また、DAP 及び尿素の 87％以上が大規模農場

や研究施設等を除いた一般農民によって使用されている。 
 

表２－１２ 州別肥料販売量（2007～2009 年） 
単位：MT 

尿素 DAP 小計 (%) 尿素 DAP 小計 (%) 尿素 DAP 小計 (%)
オロミヤ州 48,843 132,390 181,233 46.69 54,735 117,066 171,801 42.45 48,946 109,143 158,089 35.33
アムハラ州 52,855 74,392 127,247 32.78 56,619 93,536 150,155 37.10 66,344 97,477 163,821 36.61
南部諸民族州 3,534 25,125 28,659 7.38 4,828 35,405 40,233 9.94 7,375 42,285 49,660 11.10
ティグライ州 5,119 9,612 14,731 3.80 5,606 8,907 14,513 3.59 7,220 10,692 17,912 4.00
アディス・アベバ 3,282 782 4,064 1.05 - - - - - - - -
ハラール州 220 150 370 0.10 50 115 165 0.04 57 9 66 0.01
ベニシャングル州 226 547 773 0.20 156 411 567 0.14 200 800 1,000 0.22
アファ州 - - - - 94 100 194 0.05 126 252 378 0.08
ガンベラ州 - - - - - - - - - - - -
ディリ・ダワ 0 39 39 0.01 32 44 76 0.02 10 10 20 0.00
ソマリ州 126 154 280 0.07 69 59 128 0.03 87 134 221 0.05
その他（大規模商業農
園、研究施設等）

14,916 15,829 30,745 7.92 16,799 10,125 26,924 6.65 27,710 28,644 56,354 12.59

合計 129,121 259,020 388,141 100.00 138,988 265,768 404,756 100.00 158,075 289,446 447,521 100.00

2008年 2009年
地域名

2007年

 

四捨五入の関係で合計が合わない所がある。 

（出所：MoARD） 
 

毎年、肥料の輸入量を決定するため、MoARD は、年間需要予測量（要望数量）を算出している。

（出所：MoARD）
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四捨五入の関係で合計が合わない所がある。 

（出所：MoARD） 
 

毎年、肥料の輸入量を決定するため、MoARD は、年間需要予測量（要望数量）を算出している。

四捨五入の関係で合計が合わない所がある。

（出所：MoARD）
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毎年、肥料の輸入量を決定するため、MoARD は、年間需要予測量（要望数量）を算

出している。これは MoARD 地方事務所より各村（Kebele）に派遣されている普及員

（Development Agent）が草の根レベルで肥料の需要量を取りまとめ、その数値を集計した

ものである（表 2-13）。需要予測量についても増加傾向にあり、2010 年の需要予測量は全

体で 728,702MT である。しかしながら、2008 年、2009 年の販売量はそれぞれ 404,756MT、
447,521MT であるが、需要予測量は 530,000MT、713,000MT であり、需要予測量が販売量

を大きく上回る。これは「エ」国が外貨不足であるため輸入量を制限せざるを得ない財政

状況であることが主要因として考えられる。その他、農民の肥料購買力の低さや、天候上

の理由による肥料購入の買い控えも要因であろう。

表２－１３　州別年間需要予測量（要望数量）（2008 ～ 2010 年）

単位：MT
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これは MoARD 地方事務所より各村（Kebele）に派遣されている普及員（Development Agent）が草

の根レベルで肥料の需要量を取りまとめ、その数値を集計したものである（表 2-13）。需要予測量

についても増加傾向にあり、2010 年の需要予測量は全体で 728,702MT である。しかしながら、2008
年、2009 年の販売量はそれぞれ 404,756MT、447,521MT であるが、需要予測量は 530,000MT、
713,000MT であり、需要予測量が販売量を大きく上回る。これは「エ」国が外貨不足であるため輸

入量を制限せざるを得ない財政状況であることが主要因として考えられる。その他、農民の肥料購

買力の低さや、天候上の理由による肥料購入の買い控えも要因であろう。 
 

表２－１３ 州別年間需要予測量（要望数量）（2008～2010 年） 
単位：MT 

尿素 DAP 小計 (%) 尿素 DAP 小計 (%) 尿素 DAP 小計 (%)
オロミヤ州 69,000 161,000 230,000 43.40 189,013 97,650 286,663 40.21 56,761 207,860 264,621 36.31
アムハラ州 76,668 95,036 171,704 32.40 112,000 123,295 235,295 33.00 98,825 136,470 235,295 32.29
南部諸民族州 12,443 45,227 57,670 10.88 20,413 56,805 77,218 10.83 36,980 102,048 139,028 19.08
ティグライ州 6,306 11,188 17,494 3.30 14,723 20,277 35,000 4.91 34,395 41,790 76,185 10.45
アディス・アベバ 819 819 1,638 0.31 209 468 677 0.09 500 700 1,200 0.16
ハラール州 1,000 600 1,600 0.30 1,000 600 1,600 0.22 1,000 700 1,700 0.23
ベニシャングル州 433 1,494 1,927 0.36 519 1,824 2,343 0.33 900 1,273 2,173 0.30
アファ州 20 20 40 0.01 50 50 100 0.01 2,000 2,500 4,500 0.62
ガンベラ州 156 371 527 0.10 172 408 580 0.08 300 600 900 0.12
ディレ・ダワ 35 65 100 0.02 600 800 1,400 0.20 600 800 1,400 0.19
ソマリ州 120 180 300 0.06 250 500 750 0.11 700 1,000 1,700 0.23

地域別合計 167,000 316,000 483,000 91.13 338,949 302,677 641,626 89.99 232,961 495,741 728,702 100.00
その他（大規模商業農園、

研究施設等）
13,000 34,000 47,000 8.87 27,414 43,960 71,374 10.01

合計 180,000 350,000 530,000 100.00 366,363 346,637 713,000 100.00 232,961 495,741 728,702 100.00

上記地域に含まれる

2009年 2010年2008年

 
（出所：MoARD） 
 
（６） 農業協同組合 

「エ」国政府は 2002 年に協同組合委員会（Cooperative Commission）を設置し、協同組合の育成を

図っている。2008 年「エ」国政府の統計によると、26,672 の単位組合（Primary cooperative：単位

農協）及び 176 の組合連合（Cooperative union：農協連合）が各地に組織され、その多くは農業関

連の協同組合である。全国組合連合（Cooperative federation）を組織しようとの試みが政府内にはあ

るが、現時点では未結成である。ここでは、農民の営農を支援する単位組合や組合連合について、

以下に概況を述べる。 
単位農協は、肥料、改良種子などの農業資機材や日用品を共同購入し組合員に販売することや、

組合員が生産した農作物を市場に販売することを目的として設立されている。これは小規模農民の

殆どが、独自で肥料、改良種子などを購入することが困難であるため同様の状況にある農民が組織

化しこれらの問題を解決しようとするものである。農民は、小額の入会料（5birr 程度）を支払うこ

とにより会員となり、組合員は別途出資をすれば単位農協の利益に応じ配当を得ることができる。

「エ」国の単位農協は、組合員以外の農民に対しても同じ価格で肥料及び改良種子を販売している。 
また、単位農協は農業信用サービスを組合員に提供することもある。組合員が肥料、改良種子な

どを現金で購入できない場合、単位農協が肥料、改良種子を提供し、農作物の収穫後その代金もし

くは農作物により支払う方式である。組合員の経済状況に応じ一部を前金で支払い、残りをクレジ

ットにより支払うこともある。近年、農作物の販売価格が上昇している上に、政府が農民の自助努

力の観点から農業信用の提供を奨励していないこともあり、農業信用の利用が減少傾向にあるとの

説明が MoARD よりあった。 
一方、農協連合は、地方政府の支援及び単位農協の出資により設立され、単位農協は出資額に応

（出所：MoARD）

（６）農業協同組合

「エ」国政府は 2002 年に協同組合委員会（Cooperative Commission）を設置し、協同組合

の育成を図っている。2008 年「エ」国政府の統計によると、26,672 の単位組合（Primary 
cooperative：単位農協）及び 176 の組合連合（Cooperative union：農協連合）が各地に組織され、

その多くは農業関連の協同組合である。全国組合連合（Cooperative federation）を組織しよう

との試みが政府内にはあるが、現時点では未結成である。ここでは、農民の営農を支援する

単位組合や組合連合について、以下に概況を述べる。

単位農協は、肥料、改良種子などの農業資機材や日用品を共同購入し組合員に販売するこ

とや、組合員が生産した農作物を市場に販売することを目的として設立されている。これは

小規模農民の殆どが、独自で肥料、改良種子などを購入することが困難であるため同様の状

況にある農民が組織化しこれらの問題を解決しようとするものである。農民は、小額の入会

料（5birr 程度）を支払うことにより会員となり、組合員は別途出資をすれば単位農協の利

益に応じ配当を得ることができる。「エ」国の単位農協は、組合員以外の農民に対しても同

じ価格で肥料及び改良種子を販売している。

また、単位農協は農業信用サービスを組合員に提供することもある。組合員が肥料、改良

種子などを現金で購入できない場合、単位農協が肥料、改良種子を提供し、農作物の収穫後

その代金もしくは農作物により支払う方式である。組合員の経済状況に応じ一部を前金で支
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払い、残りをクレジットにより支払うこともある。近年、農作物の販売価格が上昇している

上に、政府が農民の自助努力の観点から農業信用の提供を奨励していないこともあり、農業

信用の利用が減少傾向にあるとの説明が MoARD よりあった。

一方、農協連合は、地方政府の支援及び単位農協の出資により設立され、単位農協は出資

額に応じその配当を得ることができる。農協連合は参加単位農協に対してのみサービスを提

供しており、単位農協と同じく、農業資機材や日用品の共同購入及び販売、収穫した生産農

産物を市場に販売している。数十の単位農協を束ね、組合員数が 1 万人を超える規模の農協

連合もあり、作物栽培や農地管理のトレーニングやトラクターなどの農業機械の貸出しサー

ビスを提供している。なお、「エ」国には小規模農民組合（PA: Peasant association）と呼ばれる

組織があるが、これは社会主義時代に形成されたもので行政末端組織としての性格が強い。11

（７）農業セクターの課題

｢ エ ｣ 国は、農業セクター GDP が 44.58％を占める農業国であるものの、主要食糧を自給

することができず、恒常的に食糧援助を必要としている。農業生産の拠点は、国土の 45％
を占める標高 1,500m 以上の地域である。しかし、この地域を中心に人口が急増し、高い人

口圧力に起因する無計画な農地開拓、薪炭材・住宅建材のための森林過伐による土壌流出、

過剰耕作・放牧による土地生産性低下が大きな問題であり、安易に耕作地を拡大することが

困難な状況である。従って、食料安全保障の確保のためには、農業生産性（収量の増加）の

向上が必要不可欠である。

表 2-14 に農業投入財を使用している穀物耕作地面積の割合を示す。肥料の投入割合は比

較的に高いものの、有機肥料を含む全肥料であっても耕作地の 51.40% に留まり、尿素及び

DAP の投入割合は合計で 39.03% である。次いで農薬の使用割合が高く 20.75% である。改

良種子の使用割合は 4.73% に満たず、灌漑耕作面積の割合は僅か 1.12% である。

MoARD は農業生産性の向上を目的として、灌漑プロジェクトを立ち上げ、肥料・改良種

子を普及させることに取り組んでいるものの、天水依存型による伝統的農法に頼る農民が多

く、農業生産は降雨量に大きく左右され安定的な食糧供給が困難な状況にある。

表２－１４　農業投入財の使用面積（2007/8 年）

単位：ha
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じその配当を得ることができる。農協連合は参加単位農協に対してのみサービスを提供しており、

単位農協と同じく、農業資機材や日用品の共同購入及び販売、収穫した生産農産物を市場に販売し

ている。数十の単位農協を束ね、組合員数が 1 万人を超える規模の農協連合もあり、作物栽培や農

地管理のトレーニングやトラクターなどの農業機械の貸出しサービスを提供している。なお、「エ」

国には小規模農民組合（PA: Peasant association）と呼ばれる組織があるが、これは社会主義時代に

形成されたもので行政末端組織としての性格が強い10。 
 
（７） 農業セクターの課題 

 ｢エ｣国は、農業セクターGDP が 44.58％を占める農業国であるものの、主要食糧を自給すること

ができず、恒常的に食糧援助を必要としている。農業生産の拠点は、国土の 45％を占める標高

1,500m 以上の地域である。しかし、この地域を中心に人口が急増し、高い人口圧力に起因する無

計画な農地開拓、薪炭材・住宅建材のための森林過伐による土壌流出、過剰耕作・放牧による土地
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安全保障の確保のためには、農業生産性（収量の増加）の向上が必要不可欠である。 
表 2-14 に農業投入財を使用している穀物耕作地面積の割合を示す。肥料の投入割合は比較的に高
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に満たず、灌漑耕作面積の割合は僅か 1.12%である。 
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表２－１４ 農業投入財の使用面積（2007/8 年） 
単位：ha 

全肥料
（有機肥料含）

尿素のみ DAPのみ 尿素+DAP

8,730,001 4,486,814 219,206 1,539,237 1,649,331 412,629 97,886 1,811,716
(51.40%) (2.51%) (17.63%) (18.89%) (4.73%) (1.12%) (20.75%)

2,565,155 1,530,978 100,343 573,703 717,909 17,599 18,414 781,288
(59.68%) (3.91%) (22.37%) (27.99%) (0.69%) (0.72%) (30.46%)

984,943 475,551 データ無し 235,270 65,387 6,083 12,156 204,134
(48.28%) - (23.89%) (6.64%) (0.62%) (1.23%) (20.73%)

1,424,719 984,632 34,199 403,873 446,709 41,597 7,681 621,140
(69.11%) (2.40%) (28.35%) (31.35%) (2.92%) (0.54%) (43.60%)

1,767,389 995,386 30,442 177,810 370,595 344,460 39,674 50,610
(56.32%) (1.72%) (10.06%) (20.97%) (19.49%) (2.24%) (2.86%)

1,533,537 290,202 20,333 12,500 14,652 2,098 18,195 83,170
(18.92%) (1.33%) (0.82%) (0.96%) (0.14%) (1.19%) (5.42%)ソルガム
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（出所： CSA “National Statistics Agriculture 2008”） 

 
２－２ 貧困農民、小規模農民の現状と課題 

（１） 貧困の状況 

「エ」国の貧困削減戦略ペーパー（PRSP: Poverty Reduction Strategy Paper、以下「PRSP」という）

                                                        
10 小規模農民組合（PA）の中心的な活動は、道路・橋建設等のインフラ整備促進、治安維持、税金徴収等の財

務業務補助といったものである。 

（出所： CSA “National Statistics Agriculture 2008”）
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　小規模農民組合（PA）の中心的な活動は、道路・橋建設等のインフラ整備促進、治安維持、税金徴収等の財務業務補助といっ

たものである。
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２－２　貧困農民、小規模農民の現状と課題

（１）貧困の状況

「エ」国の貧困削減戦略ペーパー（PRSP: Poverty Reduction Strategy Paper、以下「PRSP」と

いう）の第二フェーズとして「貧困削減のための加速的かつ持続可能な開発計画」（PASDEP: 
Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty、以下「PASDEP」という）を策定

しており PASDEP によると、以下のとおり貧困ラインを定義している。

1）食糧貧困ライン：2,200 kcal/ 日
2）貧困ライン：1,075 birr/ 年　1995/96 年価格

食糧貧困ラインで示されている 2,200 kcal/ 日は、成人が一日に最低限必要とする「食糧」

のエネルギーとして算定したものであり、これを下回る食糧摂取状況であれば食糧貧困ライ

ン以下であると判定される。

一方、貧困ラインで示されている 1,075 birr（7,673 円）とは、成人が 1 年に消費する「食糧」

と「非食糧」の最低ラインを設定し、それを貨幣換算した数値である。「食糧」の最低ライ

ンとは、食糧貧困ラインと同じく 2,200 kcal/ 日と設定しており、それに相当するエチオピア

における一般的な食糧の品目の組み合わせを入手するのに必要な金額を 647.81birr（約 4,624
円）/ 年としている。「非食糧」の最低ラインとは、社会生活を送るにあたって必要な食糧以

外の全ての品目の価格を合計したものであり、427.19birr（約 3,049 円）/ 年としている。

｢ エ ｣ 国では 1995 より 5 年後ごとに貧困に関する統計調査を実施し、「世帯収入・消費・

支出調査（Household Income, Consumption and Expenditure Survey）」を発刊している。表 2-15
に貧困率を示す。貧困率は上記の貧困ライン以下の人口比率を表し、貧困ギャップは同貧困

ラインからの差を示したものである。2004 年 /05 年の貧困率、貧困ギャップは 1995/96 年と

比べそれぞれ 6.8%、4.6% 減少しているものの、依然として 38.7% が貧困ライン以下の生活

を強いられている。また、貧困率、貧困ギャップとも農村部の方が近郊部より高い。

表２－１５　貧困率

単位：%
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表２－１５ 貧困率 
単位：% 

年 1995/96 1999/00 2004/05
貧困率　国全体 45.5 44.2 38.7
貧困ギャップ　国全体 12.9 11.9 8.3
農村部　貧困率 47.5 45.4 39.3
農村部　貧困ギャップ 13.4 12.2 8.5
近郊部　貧困率 33.2 36.9 35.1
近郊部　貧困ギャップ 9.9 10.1 7.7  
（出所： MoFED “PASDEP”） 

 
（２） 農民分類 

 「エ」国における 1 所有者あたりの平均農地面積（短年作物）は 0.91ha である。大多数の農家が

小規模な農地で農業を営んでおり、更に近年は人口増加に伴い農地が細分化される傾向にある

（1975 年には農家世帯あたりの農地面積は平均 1.91 ha11であった）。表 2-16 に土地利用面積の分

布状況を示す。農民の 82.91％が 2 ha 以下、98.58%が 5ha 以下の農地で耕作している。MoARD は、

小規模農家について明確に定義していないものの、概ね 2ha 以下の農地所有農家を小規模農家と分

類している。 

                                                        
11 AICAF『エチオピアの農林業-現状と開発の課題- 2006 年版』。なお、「エ」国において土地は国家と国民の

共有財産であり、国民に利用権は認められているが、販売や譲渡は認められていない。この土地の利用権によ

り、農民は耕作地を利用でき、牧畜民は放牧が可能となっている。土地の相続や賃貸は認められている。 

（出所： MoFED “PASDEP”）
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畜民は放牧が可能となっている。土地の相続や賃貸は認められている。
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利用面積の分布状況を示す。農民の 82.91％が 2 ha 以下、98.58% が 5ha 以下の農地で耕作し

ている。MoARD は、小規模農家について明確に定義していないものの、概ね 2ha 以下の農

地所有農家を小規模農家と分類している。

表２－１６　平均農地面積（短年作物）（2008/9 年）

 11

 
表２－１６ 平均農地面積（短年作物）（2008/9 年） 

面積 0.1未満 0.10-0.50ha 0.51～1.00ha 1.01～2.00ha 2.01～5.00ha 5.01～10.00ha 10.01ha以上 合計

短年作物　耕作面積 (ha) 18,854 633,455 1,720,520 3,962,071 4,420,160 740,481 91,929 11,587,470

土地所有者　(人） 614,683 3,230,400 3,168,362 3,524,811 1,992,137 169,358 11,073 12,710,824

平均耕作面積 (ha) 0.03 0.20 0.54 1.12 2.22 4.37 8.30 0.91

比率 (%) 4.84% 25.41% 24.93% 27.73% 15.67% 1.33% 0.09% 100.00%

累積比率(%) 4.84% 30.25% 55.18% 82.91% 98.58% 99.91% 100.00%  
(出所： CSA “Agriculture Sample Survey 2008/2009”) 
 

次に農産物の使途について表 2-17 に示す。油糧種子以外の農産物のうち自家消費に充てられて

いる割合は 50%以上であり、穀物で 61.19%、野菜で 77.67%と高い。反対に販売に充てられている

割合は穀物で 20.63%、野菜で 18.93%と低い。このように、一般的な農民は、油糧種子、植樹園作

物を除く農産物の 8 割程度を自家消費及び種子に当てており、少ない農地を耕作し自給自足に近い

生活を送っていることがわかる。 
 

表２－１７ 農産物の使途（2008/9 年） 

自家消費 販売 種子 現物供与 飼料 その他

穀物全体 17,116,741 61.19 20.63 14.00 1.15 0.46 2.57

豆類 1,964,630 60.90 21.03 15.11 0.75 0.33 1.88

油糧種子 655,704 32.89 51.84 12.40 1.42 0.10 1.35

野菜 598,857 77.67 18.93 1.15 0.36 0.11 1.78

根菜類 1,213,604 71.88 16.33 9.76 0.30 0.53 1.19

植樹園作物 1,872,695 57.60 37.42 0.92 0.60 0.77 2.69

生産量 (MT)項目
使用割合 (%)

 
(出所： CSA “Agriculture Sample Survey 2008/2009”) 

 
（３） 貧困農民、小規模農民の課題 

「エ」国はアフリカの中でも最も貧しい国の一つであり、厳しい経済状況であるのに加え、一般

的な社会開発も恵まれた状況にはない（2007 年の UNDP の人間開発指数において「エ」国は全 182
ヵ国のうち 171 位）。また、｢エ｣国は高い農業就業人口比率（78.93％）を誇る農業国であるもの

の、食糧の供給状況が悪く、恒常的に食糧援助を外国ドナーに要請している。近年、貧困率は改善

されつつあるも、全人口の 38.7％が貧困ライン以下の生活を余儀なくされている。 
 農村部では 2 ha 以下の農地で耕作する農民が 80％以上を占め、自給自足に近い暮らしを送って

いる。耕作地への化学肥料の投入割合は合計で 39%、改良種子の使用割合は 5%に満たず、灌漑耕

作面積の割合は僅か 1.12%であり、農業生産性が低く、自給するにあたって十分な量の食糧が生産

できていない。また、農業生産ポテンシャルの高い地域から低い地域への流通機能が未発達である

ため、高い地域では豊作時に価格下落するのにもかかわらず、低い地域では価格の高止まりが起こ

っており、農産物の流通向上も食料安全保障における大きな課題として挙げられている。 
  

 

（出所： CSA “Agriculture Sample Survey 2008/2009”）

次に農産物の使途について表 2-17 に示す。油糧種子以外の農産物のうち自家消費に充て

られている割合は 50% 以上であり、穀物で 61.19%、野菜で 77.67% と高い。反対に販売に充

てられている割合は穀物で 20.63%、野菜で 18.93% と低い。このように、一般的な農民は、

油糧種子、植樹園作物を除く農産物の 8 割程度を自家消費及び種子に当てており、少ない農

地を耕作し自給自足に近い生活を送っていることがわかる。

表２－１７　農産物の使途（2008/9 年）

 11

 
表２－１６ 平均農地面積（短年作物）（2008/9 年） 

面積 0.1未満 0.10-0.50ha 0.51～1.00ha 1.01～2.00ha 2.01～5.00ha 5.01～10.00ha 10.01ha以上 合計

短年作物　耕作面積 (ha) 18,854 633,455 1,720,520 3,962,071 4,420,160 740,481 91,929 11,587,470

土地所有者　(人） 614,683 3,230,400 3,168,362 3,524,811 1,992,137 169,358 11,073 12,710,824

平均耕作面積 (ha) 0.03 0.20 0.54 1.12 2.22 4.37 8.30 0.91

比率 (%) 4.84% 25.41% 24.93% 27.73% 15.67% 1.33% 0.09% 100.00%

累積比率(%) 4.84% 30.25% 55.18% 82.91% 98.58% 99.91% 100.00%  
(出所： CSA “Agriculture Sample Survey 2008/2009”) 
 

次に農産物の使途について表 2-17 に示す。油糧種子以外の農産物のうち自家消費に充てられて

いる割合は 50%以上であり、穀物で 61.19%、野菜で 77.67%と高い。反対に販売に充てられている

割合は穀物で 20.63%、野菜で 18.93%と低い。このように、一般的な農民は、油糧種子、植樹園作

物を除く農産物の 8 割程度を自家消費及び種子に当てており、少ない農地を耕作し自給自足に近い

生活を送っていることがわかる。 
 

表２－１７ 農産物の使途（2008/9 年） 

自家消費 販売 種子 現物供与 飼料 その他

穀物全体 17,116,741 61.19 20.63 14.00 1.15 0.46 2.57

豆類 1,964,630 60.90 21.03 15.11 0.75 0.33 1.88

油糧種子 655,704 32.89 51.84 12.40 1.42 0.10 1.35

野菜 598,857 77.67 18.93 1.15 0.36 0.11 1.78

根菜類 1,213,604 71.88 16.33 9.76 0.30 0.53 1.19

植樹園作物 1,872,695 57.60 37.42 0.92 0.60 0.77 2.69

生産量 (MT)項目
使用割合 (%)

 
(出所： CSA “Agriculture Sample Survey 2008/2009”) 

 
（３） 貧困農民、小規模農民の課題 

「エ」国はアフリカの中でも最も貧しい国の一つであり、厳しい経済状況であるのに加え、一般

的な社会開発も恵まれた状況にはない（2007 年の UNDP の人間開発指数において「エ」国は全 182
ヵ国のうち 171 位）。また、｢エ｣国は高い農業就業人口比率（78.93％）を誇る農業国であるもの

の、食糧の供給状況が悪く、恒常的に食糧援助を外国ドナーに要請している。近年、貧困率は改善

されつつあるも、全人口の 38.7％が貧困ライン以下の生活を余儀なくされている。 
 農村部では 2 ha 以下の農地で耕作する農民が 80％以上を占め、自給自足に近い暮らしを送って

いる。耕作地への化学肥料の投入割合は合計で 39%、改良種子の使用割合は 5%に満たず、灌漑耕

作面積の割合は僅か 1.12%であり、農業生産性が低く、自給するにあたって十分な量の食糧が生産

できていない。また、農業生産ポテンシャルの高い地域から低い地域への流通機能が未発達である

ため、高い地域では豊作時に価格下落するのにもかかわらず、低い地域では価格の高止まりが起こ

っており、農産物の流通向上も食料安全保障における大きな課題として挙げられている。 
  

 

（出所： CSA “Agriculture Sample Survey 2008/2009”）

（３）貧困農民、小規模農民の課題

「エ」国はアフリカの中でも最も貧しい国の一つであり、厳しい経済状況であるのに加え、

一般的な社会開発も恵まれた状況にはない（2007 年の UNDP の人間開発指数において「エ」

国は全 182 ヵ国のうち 171 位）。また、｢ エ ｣ 国は高い農業就業人口比率（78.93％）を誇る

農業国であるものの、食糧の供給状況が悪く、恒常的に食糧援助を外国ドナーに要請してい

る。近年、貧困率は改善されつつあるも、全人口の 38.7％が貧困ライン以下の生活を余儀な
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農村部では 2 ha 以下の農地で耕作する農民が 80％以上を占め、自給自足に近い暮らしを

送っている。耕作地への化学肥料の投入割合は合計で 39%、改良種子の使用割合は 5% に満
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分な量の食糧が生産できていない。また、農業生産ポテンシャルの高い地域から低い地域へ
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の流通機能が未発達であるため、高い地域では豊作時に価格下落するのにもかかわらず、低

い地域では価格の高止まりが起こっており、農産物の流通向上も食料安全保障における大き

な課題として挙げられている。

２－３　上位計画（農業開発計画 /PRSP）

（１）国家開発計画

１）SDPRP
｢ エ ｣ 国の PRSP は、2002 年 7 月に SDPRP として策定された。これは PRSP の第 1 フェー

ズの計画として位置付けられており、その期間は 2005 年までの 3 年間である。SDPRP に

おける貧困削減戦略においては以下の 4 点が基本的な柱として打ち出されている。

①　農業開発を牽引力とした工業化の推進

②　司法制度、行政サービスの改革

③　地方分権化、エンパワーメント

④　政府、民間部門の人材育成

２）PASDEP
PASDEP は、PRSP の第 2 フェーズの計画として、前述の SDPRP の 3 年間の実績を踏ま

え、2005 年～ 2010 年の 5 年間にかかる貧困削減のための開発計画をまとめたものである。

PASDEP では、以下に示す 8 つの主要指針を挙げており、「加速的な成長の促進」におい

ては農業の商業化（Commercialization）が推進力であるとしている。

①　包括的な実施能力の構築

②　加速的な成長の促進

③　人口増加への対応

④　女性のエンパワーメント

⑤　インフラストラクチャーの拡充

⑥　人材開発強化

⑦　リスクや変化への対応力強化

⑧　雇用機会の創出

PASDEP では、上記主要指針に基づき農業（食料安全保障を含む）、教育、保健、HIV/
AIDS、インフラストラクチャー、鉱業、貿易・工業など計 17 のセクター別開発戦略を策

定している。

（２）農業開発計画

１）PASDEP における農業・村落開発計画

「エ ｣ 国における農業・村落開発計画は PASDEP において策定されており、下記 4 項目

が持続的な農業開発に必要であり、自給型農業から市場志向の農業への移行が重要である

としている。

①　人材育成

②　農業投入財の供給拡大

③　適切な科学技術の活用
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④　経済社会インフラストラクチャーの拡充

上記の 4 項目のうち、2KR による肥料供与に直接関連する分野は「農業投入財の供給拡

大」である。PASDEP では、農地の土壌肥沃度の改善及び農業生産の向上のため、2010 年

までに尿素と DAP の供給量を 82 万 MT/ 年にまで引き上げることを目標としている。

２）食料安全保障計画

2003 年に「エ」国政府と各援助機関から構成される食料安全保障連合（New Coalition 
for Food Security）により「食料安全保障計画（Food Security Programme）」が策定された。

この計画は、繰り返し食糧不足問題を抱える同国の事情を背景として、策定時から 5 年目

となる 2008 年までに、恒常的に食糧不足に直面する 500 万人に食糧の安全保障を確立す

ることを目標としていた。

この食料安全保障計画を補完するための「自主的再定住プログラム（Voluntary 
Resettlement Programme）」では、食料安全保障が確立されていないと判定された地区の住

民が、世帯毎の希望に基づき、政府の補助（土地 2 ha と補助金）を受けて同一州内に限

り移住が認められるというものである。2003 年～ 2006 年にかけて実施され、44 万世帯（220
万人）が対象となった。

また、食料安全保障計画を具体的に実施するための「生産活動のためのセーフティネッ

ト・プログラム」が実施されている。同プログラムは、恒常的に食糧不足に直面する世帯

を対象とし、これまで一般的であった食糧配布に代えて、道路補修や施設整備等の公共事

業に労働力を提供した世帯に現金（cash for work）を渡して食糧購入を補助する、もしく

は直接的に食糧（food for work）を渡すものである。なお、労働提供が困難な世帯に対し

ては従来型の食糧配布を続けている。

続いて 2009 年に、MoARD が次期 5 ヵ年計画である「食料安全保障計画（Food Security 
Programme　2009-2014）」を策定した。同プログラムでは農村部の慢性的、一時的な食糧

不足世帯の食料安全保障の確保を長期的な目標として、次の 4 つのコンポーネントで構成

されている。

①　生産活動のためのセーフティネット・プログラム

②　家庭財産の構築プログラム（①の対象者もしくは卒業者を対象とする）

③　小規模コミュニティー・インフラストラクチャー開発

④　再定住プログラム

（３）本計画と上位計画との整合性

PASDEP において持続的な農業開発のために農業投入財の供給、拡大が必要であり、肥

料供給の拡大を目標としており、2KR による肥料供与は、こうした「エ」国政府の上記

計画に合致するものである。さらに、恒常的な食糧不足に直面する ｢ エ ｣ 国において、農

業生産力の向上による食糧増産を目指すことは「エ」国政府が取り組む最優先課題の一つ

であり、それを実現するための本計画は上記計画である PASDEP、食料安全保障計画とも

整合性がとれている。
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第３章　当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果

３－１　実績

｢ エ ｣ 国に対する我が国の 2KR 援助は、1981（昭和 56）年度に開始され、2007（平成 19）年

度までに 21 回にわたり実施され、これまでの供与累計額は 144.98 億円である。これまで実施さ

れた 2KR 供与の推移を表 3-1 に示す。過去 3 カ年度分の調達品目は肥料（尿素）であり、いず

れも主要穀物であるテフ、メイズ、ソルガム、コムギ等の収量増加が目的である。

表３－１　「エ」国に対する 2KR 援助実績

単位：億円

 14

第３章 当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果 

３－１ 実績 

｢エ｣国に対する我が国の 2KR 援助は、1981（昭和 56）年度に開始され、2007（平成 19）年度ま

でに 21 回にわたり実施され、これまでの供与累計額は 144.98 億円である。これまで実施された 2KR
供与の推移を表 3-1 に示す。過去 3 カ年度分の調達品目は肥料（尿素）であり、いずれも主要穀物

であるテフ、メイズ、ソルガム、コムギ等の収量増加が目的である。 
 

表３－１ 「エ」国に対する 2KR 援助実績 
単位：億円 

年度
2000年まで

の累計
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 累計

EN額 127.00 5.00 --- --- 4.00 4.48 --- 4.50 144.98  

(出所：外務省ホームページ及び JICS データベース) 
 
2005 年、2007 年度案件の販売実績を表 3-2 に示す。両年度とも全量の販売が完了して、AISE よ

り農協連合もしくは、AISE 販売センターより小規模な農協連合、単位農協、個人農家に肥料が販

売されている。農業生産ポテンシャルの高いアムハラ州、オロミヤ州での販売がその多くを占める。 
 

表３－２ 2KR 尿素の販売実績 

2007年度

州 県 販売先 販売数量 (MT)
Gozamun農協連合 2,500.000
Gozamun 農協連合 3,500.000
AISE販売センター 112.550

西ゴジャム AISE販売センター 120.000
アヴィ Admas農協連合 150.000
東ウォレガ AISE販売センター 438.100
東シェワ Erer農協連合 278.150

南部諸民族州 ハディヤ AISE販売センター 16.950
7,115.750

2005年度

州 県 販売先 販売数量 (MT)
Menz農協連合 1,268.700
Wedera農協連合 4,629.200
Motta農協連合 188.500
Enemay農協連合 189.200
Awabel農協連合 98.000
Debrework農協連合 53.800

西ゴジャム Damot農協連合 1,174.500
アヴィ Adamas農協連合 1,716.300
東ウォレガ AISE販売センター 60.300
ジムマ AISE販売センター 52.000

ティグライ - Enderta農協連合 1,391.500
10,822.000

合計

アムハラ

東ゴジャム

オロミヤ

合計

アムハラ

オロミア

北ショア

東ゴジャム

 
（出所：AISE） 
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３－２　効果

（１）食糧増産面

第 2 章で述べたように、｢ エ ｣ 国では森林過伐による土壌流出、過剰耕作・放牧による土

地生産性低下が大きな問題であり、安易に耕作地を拡大することが困難な状況である。従っ

て、2KR で調達される肥料は収量を増加させることにより食料安全保障に資することを目的

として供与されている。

肥料から得られる増産効果については、気候条件、灌漑の有無、種子等の様々な要因が大

きく働くため、肥料だけに特化してその効果を定量化することは難しい。農協関係者、農民

からのヒアリングにおいては、肥料の増産効果についての認識は高いものの、小規模農家

は、限られた耕作地及び家計の中で、肥料を投入し最大限の収穫を得ることを目的としてお

り、施肥した場合としない場合の収量比較の具体的な数値に接することができなかった。こ

こでは、｢ エ ｣ 国政府による National Agricultural Extension Intervention Program （NAEIP）及び

SG2000 による、伝統農法と改良種子及び肥料を投入した（改良農法）場合の単収比較を表

3-3 に示す。出所論文によると、この比較結果は大規模な実証データであり、NAEIP につい

ては比較的降雨の恵まれた地域での集計である。一般的に在来種子よりも改良種子のほうが

化学肥料による増収効果が高く、NAEIP のテフ以外の穀物において単収が 100% 以上増加し、

メイズについては 200% 程度の非常に高い増産効果が認められている。また、｢ エ ｣ 国の平

均収量と改良農法の単収を比較すると、いずれも改良農法の単収が高く、メイズ及びコムギ

の収量の差が大きい。

表３－３　改良種子及び肥料投入による増産効果 
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表３－３ 改良種子及び肥料投入による増産効果  

改良種子、肥料投入
(MT/ha)

伝統農法
(MT/ha) 増産効果(%) 改良種子、肥料投入

(MT/ha)
伝統農法
(MT/ha) 増産効果(%)

テフ 1.43 0.85 68 1.62 0.64 153 1.22

メイズ 4.73 1.57 201 4.60 1.57 193 2.22

コムギ 2.93 1.17 150 2.31 0.95 143 1.75

ソルガム 2.79 1.12 149 2.08 0.92 126 1.74

オオムギ 2.15 1.00 115 - - - 1.55

NAEIP　(1995-1999)

作物名

SG2000 (1993-1999) ｢エ｣国の平均収量
2008/2009
(MT/ha)

 
（出所： International Food Policy Research Institute “Policies to Promote Cereal Intensification in Ethiopia: A Review of 

Evidence and Experience”） 

 
｢エ｣国全体の肥料販売量と単収の増加率について表 3-4に示す。肥料の販売量は増加傾向にあり、

2003 年～2008 年の 6 年間で肥料（尿素と DAP）の販売量が 53.11％増加している。また、同期間

の主要穀物の単収も作物により多寡があるものの 18.81%～44.71%増加している。このように、マ

クロデータからも肥料の販売量の増加と主要作物の生産性の向上が関連していることが窺える。 
 

表３－４ 「エ」国全体における肥料使用量と作物収量の増加率 
増加率

（2003年～2008年）

肥料 （尿素とDAP）販売量 53.11%
　　　　　テフ 44.71%
　　　　　メイズ 19.57%
　　　　　ソルガム 27.90%
　　　　　コムギ 18.81%
　　　　　オオムギ 32.43%  

（出所：MoARD、 CSA “Agricultural Sample Survey”） 

（出所： International Food Policy Research Institute “Policies to Promote Cereal Intensification in Ethiopia: A Review of
Evidence and Experience”）

｢ エ ｣ 国全体の肥料販売量と単収の増加率について表 3-4 に示す。肥料の販売量は増加傾

向にあり、2003 年～ 2008 年の 6 年間で肥料（尿素と DAP）の販売量が 53.11％増加している。

また、同期間の主要穀物の単収も作物により多寡があるものの 18.81% ～ 44.71% 増加してい

る。このように、マクロデータからも肥料の販売量の増加と主要作物の生産性の向上が関連

していることが窺える。
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表３－４　「エ」国全体における肥料使用量と作物収量の増加率
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肥料を投入した（改良農法）場合の単収比較を表 3-3 に示す。出所論文によると、この比較結果は

大規模な実証データであり、NAEIP については比較的降雨の恵まれた地域での集計である。一般的

に在来種子よりも改良種子のほうが化学肥料による増収効果が高く、NAEIP のテフ以外の穀物にお

いて単収が 100%以上増加し、メイズについては 200%程度の非常に高い増産効果が認められている。

また、｢エ｣国の平均収量と改良農法の単収を比較すると、いずれも改良農法の単収が高く、メイズ

及びコムギの収量の差が大きい。 
 

表３－３ 改良種子及び肥料投入による増産効果  

改良種子、肥料投入
(MT/ha)

伝統農法
(MT/ha) 増産効果(%) 改良種子、肥料投入

(MT/ha)
伝統農法
(MT/ha) 増産効果(%)

テフ 1.43 0.85 68 1.62 0.64 153 1.22

メイズ 4.73 1.57 201 4.60 1.57 193 2.22

コムギ 2.93 1.17 150 2.31 0.95 143 1.75

ソルガム 2.79 1.12 149 2.08 0.92 126 1.74

オオムギ 2.15 1.00 115 - - - 1.55

NAEIP　(1995-1999)

作物名

SG2000 (1993-1999) ｢エ｣国の平均収量
2008/2009
(MT/ha)

 
（出所： International Food Policy Research Institute “Policies to Promote Cereal Intensification in Ethiopia: A Review of 

Evidence and Experience”） 

 
｢エ｣国全体の肥料販売量と単収の増加率について表 3-4に示す。肥料の販売量は増加傾向にあり、

2003 年～2008 年の 6 年間で肥料（尿素と DAP）の販売量が 53.11％増加している。また、同期間

の主要穀物の単収も作物により多寡があるものの 18.81%～44.71%増加している。このように、マ

クロデータからも肥料の販売量の増加と主要作物の生産性の向上が関連していることが窺える。 
 

表３－４ 「エ」国全体における肥料使用量と作物収量の増加率 
増加率

（2003年～2008年）

肥料 （尿素とDAP）販売量 53.11%
　　　　　テフ 44.71%
　　　　　メイズ 19.57%
　　　　　ソルガム 27.90%
　　　　　コムギ 18.81%
　　　　　オオムギ 32.43%  

（出所：MoARD、 CSA “Agricultural Sample Survey”） （出所：MoARD、 CSA “Agricultural Sample Survey”）

（２）貧困農民、小規模農民支援面

オロミア州アリシ県の Kulumsa 農業研究所では、アリシ県の土壌分析及び圃場での栽培試

験結果により農業ゾーン及び作物別の 1ha あたりの推奨施肥量を定めており、推奨施肥量を

投入した場合としない場合の収量の差のデータをまとめている。ここでは、同データの収

量の中間値とアリシ県の Hetosa 農協連合での 2008 年の単位農協からの作物の購入価格及び

肥料の販売価格に基づき、1ha あたりの裨益効果を計算した（表 3-5）。この肥料の増産効果

は、改良種子等を使用した最適な環境下での比較であり、実際の農地でのデータではないが、

1ha あたりの裨益効果を計るモデルケースとして試算したものである。

表３－５　施肥時の収量と所得増加

 16

（２） 貧困農民、小規模農民支援面 

オロミア州アリシ県の Kulumsa 農業研究所では、アリシ県の土壌分析及び圃場での栽培試験結果

により農業ゾーン及び作物別の 1ha あたりの推奨施肥量を定めており、推奨施肥量を投入した場合

としない場合の収量の差のデータをまとめている。ここでは、同データの収量の中間値とアリシ県

の Hetosa 農協連合での 2008 年の単位農協からの作物の購入価格及び肥料の販売価格に基づき、1ha
あたりの裨益効果を計算した（表 3-5）。この肥料の増産効果は、改良種子等を使用した最適な環

境下での比較であり、実際の農地でのデータではないが、1ha あたりの裨益効果を計るモデルケー

スとして試算したものである。 
 

表３－５ 施肥時の収量と所得増加 

不使用 使用 増産効果(%) 不使用 使用 増収入 増収率(%)

メイズ
DAP 150kg
尿素 50kg

2.25 7.00 211.11 7,875 23,010 15,135 192.19

コムギ
DAP 100kg
尿素 50kg

2.25 4.75 111.11 11,700 23,618 11,918 101.86

施肥量(kg/ha)
単収 (MT/ha) 所得 (birr/ha)

作物

 
（注）採用価格：メイズ 350birr/100kg、コムギ 520birr/100kg、DAP 815birr/100kg、尿素 535birr/100kg 
（出所：Kulumsa Agricultural Research Center “Soil and Water Management Research Process”、Hetosa 農協連合） 
 

 
上表のとおり、メイズは 211.11%、コムギは 111.11%の増産効果があり、1ha あたりメイズは

15,135birr、コムギは 11,918birr の収入増で増収率はそれぞれ 192.19%、101.86％と試算される。増

産効果と同様にコムギと比べメイズのほうが高い収入が得られやすい。あくまでモデルケースの試

算であるが、肥料を使用することによる小規模農家の裨益効果は明らかである。 
モデルケースでの所得の試算は肥料購入価格及び収穫物の販売価格に依存する。肥料は国際市況

により価格が急激に変動するため、肥料の廉価での安定供給が小規模農家の裨益とって重要な要素

である。また、｢エ｣国の穀物価格は基本的に市場にゆだねられており、豊作年や収穫期においては

穀物価格が下落し、逆に不作年や農閑期に価格が上昇する傾向にある。農協連合や単位農協などの

農作物の保管能力が向上すれば、穀物の価格上昇時に市場で販売することも可能となり、それを農

民に還元することにより更なる裨益効果が期待できる。なお、ヒアリングにおいて農協連合より倉

庫の借り上げ経費の節減と保管能力を向上させるため、自前の倉庫の建設の希望を有しているとの

コメントが多く聞かれた。 
 

３－３ ヒアリング結果  

今般の現地調査において各関係機関に対して聞き取り調査を行った結果は以下のとおりである。

いずれの関係者からも、我が国の 2KR は、｢エ｣国においてニーズが高く、また｢エ｣国の食料安全

保障の上で重要な位置を占めていることが強調された。また「エ」国では、農民の 80％以上が 2ha
以下の耕地で農業を営む小規模農民であり、2KR 肥料はこうした農民に広く販売されていることが

確認された。 
 

（１） 裨益効果の確認 

 「エ」国は、恒常的に食糧援助を受け入れざるを得ない状況にあり、食料安全保障の確保が最重

（注）採用価格：メイズ 350birr/100kg、コムギ 520birr/100kg、DAP 815birr/100kg、尿素 535birr/100kg
（出所：Kulumsa Agricultural Research Center “Soil and Water Management Research Process”、Hetosa 農協連合）

上表のとおり、メイズは 211.11%、コムギは 111.11% の増産効果があり、1ha あたりメイズ

は 15,135birr、コムギは 11,918birr の収入増で増収率はそれぞれ 192.19%、101.86％と試算さ

れる。増産効果と同様にコムギと比べメイズのほうが高い収入が得られやすい。あくまでモ

デルケースの試算であるが、肥料を使用することによる小規模農家の裨益効果は明らかであ

る。

モデルケースでの所得の試算は肥料購入価格及び収穫物の販売価格に依存する。肥料は国

際市況により価格が急激に変動するため、肥料の廉価での安定供給が小規模農家の裨益とっ

て重要な要素である。また、｢ エ ｣ 国の穀物価格は基本的に市場にゆだねられており、豊作

年や収穫期においては穀物価格が下落し、逆に不作年や農閑期に価格が上昇する傾向にある。

農協連合や単位農協などの農作物の保管能力が向上すれば、穀物の価格上昇時に市場で販売

することも可能となり、それを農民に還元することにより更なる裨益効果が期待できる。な

お、ヒアリングにおいて農協連合より倉庫の借り上げ経費の節減と保管能力を向上させるた



－ 26 －

め、自前の倉庫の建設の希望を有しているとのコメントが多く聞かれた。

３－３　ヒアリング結果　

今般の現地調査において各関係機関に対して聞き取り調査を行った結果は以下のとおりであ

る。いずれの関係者からも、我が国の 2KR は、｢ エ ｣ 国においてニーズが高く、また ｢ エ ｣ 国

の食料安全保障の上で重要な位置を占めていることが強調された。また「エ」国では、農民の

80％以上が 2ha 以下の耕地で農業を営む小規模農民であり、2KR 肥料はこうした農民に広く販売

されていることが確認された。

（１）裨益効果の確認

「エ」国は、恒常的に食糧援助を受け入れざるを得ない状況にあり、食料安全保障の確保

が最重要課題である。国家開発計画において農業生産性の向上を大きな目的の一つに掲げて

おり、その手段の一つとして肥料供給量の増加が挙げられている。MoARD は、年々増え続

ける肥料使用を補完するものとして 2KR 肥料がその一助になっていると評価している。ま

た、MoFED からは、｢ エ ｣ 国の貿易収支は慢性的に貿易赤字であり外貨調達が困難な状況

において、すべての無機肥料を全量輸入に頼っており、外貨支援の観点からも 2KR の貢献

を評価している。「エ」国での食糧生産の状況は、表 3-4 で示したように、全国レベルにお

いて肥料使用の増加に合わせ収量も増えていることが明らかであり、2KR は確実に効果を上

げているといえる。

2KR 肥料の多くは、農業生産ポテンシャルの高い、オロミヤ州、アムハラ州に販売され、

両州の農民が 2KR 肥料を利用している。両州における高い農業生産量の一部には両州の農

民が利用した 2KR 肥料による農産物生産に係る増産効果も含まれていることから、デュア

ル戦略における、農業資機材の投入により効率的な食糧生産を行う「持続的食糧生産アプロー

チ」に合致している。

また、農協連合、単位農協、農民からの聞き取りにおいて、肥料による施肥効果や収入増

加についての定量的な説明に接しなかったが、収量維持、向上のために肥料を使用すること

は必要不可欠であるとのコメントが多く聞かれ、小規模農民に肥料の使用が浸透しているこ

とが窺える。

（２）ニーズの確認

PASDEP では、農地の土壌肥沃度の改善及び農業生産の向上のため、2010 年までに尿素及

び DAP の供給量を 82 万トン / 年にまで引き上げることを目標としている。MoARD は肥料

の使用を奨励しており、肥料の販売は年々拡大しているものの、至近の 2009 年の販売実績

は 45 万 MT で目標値の 55% に留まる。2010 年の国内需要予測量は 73 万 MT であり、需要

量に比して販売量が少なく、｢ エ ｣ 国は外貨不足であるため輸入量を制限せざるを得ない財

政状況であることが窺える。肥料の需要に対する供給を補完するという点において 2KR に

よる肥料供与の貢献は非常に大きいとの認識から、｢ エ ｣ 国政府は 2KR の継続的な実施を望

んでいる。

本調査で訪問した、いずれの農協連合、単位農協とも肥料の共同購入を行っており、AISE
は、販売センターを通じて組合や一般農民に肥料を販売している。インタビューした地方農
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業事務所員、農協職員、農民のいずれからも、肥料の高いニーズを確認した。特に、改良種

子は肥料の投入によって高い収量が確保でき、肥料を投入しない場合は、収穫できないとの

意見もあった。

（３）課題

MoARD やその地方組織の職員や援助関係者より、農業生産性の向上のためには肥料の投

入に加え、灌漑及び改良種子の普及が必要であるとの発言が多く聞かれた。データからも

穀物耕作地に対する灌漑普及率は 1.12% と極めて低く、在来種子と比べ肥効が顕著に現れる

改良種子の導入も 4.73% に留まる。｢ エ ｣ 国の改良種子の生産は、種子公社（ESE: Ethiopia 
Seed Enterprise、以下 ESE という）が事実上独占しており、ESE 以外の種子生産会社の生産

体制は小規模且つ脆弱であるため、改良種子の入手経路は基本的に農協からの購入に限定さ

れており、ESE 以外の民間種子生産会社の支援が必要であるとの発言があった。

また、MoARD や AISE の職員から物流システムが未整備であるため、遠隔地では農業投

入財の価格も高くなり、農作物販売を難しくするとの発言があった。農業投入財の入手状況

を改善するためには、物流システムを含むインフラ整備も不可欠と考えられる。

MoARD 地方組織職員からは、農民は一般的に小規模であり生産物の多くを自給しており

現金収入が低く、現金収入が低いことから肥料、改良種子の購入を手控える農民も少なから

ず存在するとの発言があった。農民の現金収入の増加に資する方策が必要であり、外貨が不

足している「エ」国では、コーヒーに次ぐ国際競争力のある農作物の発掘が必要であるとの

コメントも聞かれた。
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第４章　案件概要

４－１　目標及び期待される効果

「エ」国では、森林伐採による環境破壊など土地に係る問題が深刻であり、作物増産のための

新たな農地の拡大は困難な状況にある。そのため、国家食料安全保障の観点から、既存農地での

作物の単収を増加させることが重要とされている。

上位計画である PASDEP で記載されているとおり、穀物の目標生産量を達成するには、肥料

の使用量増加が不可欠であり、2009/10 年には、肥料 82 万 MT（内、DAP47 万 MT、尿素 35 万

MT）の供給を目標としている。2KR は食糧増産を目指した PASDEP の実施に直接的に寄与し、年々

増加していく農民の肥料需要に応えるものである。また、国全体としての食糧増産だけでなく、

農家個々で見ても、生産性が高まり農家の所得が向上することで、貧困削減に貢献することが期

待されている。

４－２　実施機関

（１）実施体制

2KR の要請機関は財務経済開発省（以下 MoFED という）であり、主務業務である財政経

済分野に加え、対外援助の窓口機関である。同省の二国間援助局が 2KR の担当局であり見

返り資金の管理、使途について所掌している。

監督機関は MoARD である。MoARD において対外的な窓口となり実施を総括する部局は

企画計画局であり、「エ」国全体の化学肥料の流通を所掌しているのは、農業資機材流通局

である。現在、MoARD は、組織改変及び人員体制の見直しを行っている。職員数を 1,300
人から 650 人程度まで急激に削減したが、それにより組織が空洞化し事務機能に支障をきた

したため、能力のある人材を再雇用し再拡大している。MoARD の組織図を図 4-1 に示す。

2KR で調達される肥料について、通関、引取、配布・販売は、AISE に委託されており、

同公社が FOB の 2 分の１にあたる金額を MoFED の保有する 2KR 専用見返り資金口座に入

金する。外部監査実施責任機関は、MoFED である。MoFED の組織図を図 4-2 に示す。

このように三機関（MoFED、MoARD及びAISE）が 2KRに係る業務を分担し実施しているが、

過去の 2KR においても、この体制は機能しており、問題は発生していない。
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貧困農村調整特別協力チーム

農業大臣 企画計画局

資金調達・財産管理局

広報活動局

人的資源開発・管理部

会計検査部

法務部

女性問題部

情報技術管理ユニット

副大臣
 (天然資源開発・保護・利用担当)

国立資源開発保護・利用局

副大臣
(農村開発担当)

農業拡大局

農業投資協力局

植物・動物検疫及び品質管理局

国立人工授精センター

国立ツェツェバエ・トリパノソーマ調
査管理センター

国立動物健康研究センター

国立土壌研究センター

副大臣
 (農産物市場取引及び輸入担当)

農業資機材流通局

コーヒー品質管理・基準センター

早期警戒・対応局

食料安全保障・調整局

副大臣
(食料安全保障・早期警戒・対応担当）

 
(出所：MoARD) 

図４－１ MoARD 組織図 
 

人口局

開発プロジェクト査定局

情報システムマネージメ
ントセンター

大臣

法務室

マクロ経済施策および
マネージメント局

開発計画および研究局

広報情報局

女性局

財務局多国間援助局

二国間援助局

公社信託評議会

副大臣
（財務担当）

副大臣
（経済協力）

支出管理改革プログラ
ム協調局

図書および書類 経済セクター予算局

社会一般サービス
予算局

エチオピア地理庁

政府調達庁

政府資産管理局

合同予算局

副大臣
（開発施策計画担当）

人事管財局

戦略計画
マネージメント

財務局

監査室

検査局借款管理局

中央統計庁

中央会計局

 

(出所：MoFED) 

図４－２ MoFED 組織図 

（出所：MoARD）

図４－１　MoARD 組織図
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貧困農村調整特別協力チーム
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（２）AISE
AISE は 1984 年に前身である AISCO（Agricultural Input Supply Corporation）として設立された。

AISE は独立採算であるが公的機関として ｢ エ ｣ 国政府の官報 53 年 No.71（1994 年 2 月 20 日）

でその役割が明確に規定されており、①農業資機材の国内調達及び輸入、②農業資機材の市

場及び価格の安定、③目的を達成するために必要な活動の実施が課されている。

AISE は従業員が 510 名で、肥料、農薬、家畜用医薬品などを輸入し ｢ エ ｣ 国全土に販売

しており、肥料の販売が全取引の約 90% を占める。農協連合は会員である単位農協に、民

間企業である Wondo はつながりのある南部諸民族州に優先的に肥料を販売しているのに比

べ、AISE は公社として肥料の安定供給を使命とし、MoARD から指示を受け、辺境地や肥料

不足地域へ販売する役割も担っている。AISE の組織図を図 4-3 に示す。
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が予算全体の 80%以上を占める食料安全保障に重点が置かれている。また、各ドナーからの援助財

政支援（無償及びローン）が 47.67％も占めており、「エ」国の農業村落開発は海外からの援助に

大きく依存している。なお、2KR については現物供与として取り扱われており、表 4-1 の予算には

含まれていない。 
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表４－１　農業村落開発予算

単位：千 birr
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表４－１ 農業村落開発予算 
単位：千 birr 

項目 国庫 援助（無償） 援助（ローン） 独自収入 合計 割合

食料安全保障 2,009,630 1,354,788 202,990 3,567,407 80.78%
農業開発 200,838 106,774 170,735 16,208 494,554 11.20%
資源開発・保全 7,893 36,676 142,804 187,374 4.24%
農業マーケティング・投入財 14,488 14,032 65,963 5,017 99,500 2.25%
農業研究 （｢エ｣農業研究機構） 50,917 2,580 8,056 61,553 1.39%
農協活動促進 6,000 6,000 0.14%
合計 2,289,766 1,514,850 590,548 21,225 4,416,389 100.00%
割合 51.85% 34.30% 13.37% 0.48% 100.00%  
（出所： JICA エチオピア事務所） 
（原資料は NEGARIT GAZETA 13th year Compiled Binding (2006/2007)） 

 
４－３ 要請内容及びその妥当性 

（１） 対象作物 

本計画における対象作物については、食糧作物である、テフ、メイズ、ソルガム、コムギ、

オオムギとする。これら 5 種の作物は総穀物生産量の約 80%を占め、主要作物として位置づけられ

る。恒常的な食糧不足に直面している「エ」国においては食料安全保障の確保が国家的課題であり、

食糧増産が望まれることから、これら 5 種の作物を対象作物とすることは妥当である。 
 

（２） 対象地域及びターゲット・グループ 

対象地域は「エ」国全地域とし、特に遠隔地域を重点対象地域とする。主要農業生産地であ

るオロミヤ、アムハラ州で、肥料の高い需要があるものの、「エ」国全域で需要がある。2KR 肥料

を全面的に取り扱っている AISE では、肥料の地域的需給バランスを考慮し、全国で販売している。

また、MoARD の指示に従い、AISE はアクセスの悪く肥料が不足する地域へ販売する役割も担って

いる。2KR 肥料も需給調整に使用される予定であることから、対象地域を「エ」国全域とし、遠隔

地域を重点対象地域とすることは妥当である。 
ターゲットグループは小規模農家である。MoARD は小規模農家について明確な定義を有してい

ないものの、概ね 2ha 以下の農地所有農家を小規模農家として分類している。「エ」全国の 1所有

者あたりの平均耕地面積（短年作物）は 0.91ha であり、82.9%が 2.0ha 以下の農地で耕作している

小規模農家である。 
 

（３） 要請品目・要請数量 

調査及び協議の結果、最終的に「エ」国政府より要請された品目及び数量を表 4-2 に示す。 

 

表４－２ 要請品目・数量 
要請品目 要請数量

尿素 75,000MT  

 

１）要請品目 

要請品目である尿素は、水に溶けやすい即効性の窒素系肥料で、吸湿性が高いため粒状化されて

いる。窒素系肥料の中で窒素含有率が最も高く、土壌を酸性化する副成分を含まない。成分の尿素

（出所： JICA エチオピア事務所）

（原資料は NEGARIT GAZETA 13th year Compiled Binding （2006/2007））
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づけられる。恒常的な食糧不足に直面している「エ」国においては食料安全保障の確保が国
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2KR 肥料を全面的に取り扱っている AISE では、肥料の地域的需給バランスを考慮し、全国

で販売している。また、MoARD の指示に従い、AISE はアクセスの悪く肥料が不足する地域

へ販売する役割も担っている。2KR 肥料も需給調整に使用される予定であることから、対象

地域を「エ」国全域とし、遠隔地域を重点対象地域とすることは妥当である。

ターゲットグループは小規模農家である。MoARD は小規模農家について明確な定義を有

していないものの、概ね 2ha 以下の農地所有農家を小規模農家として分類している。「エ」

全国の 1 所有者あたりの平均耕地面積（短年作物）は 0.91ha であり、82.9% が 2.0ha 以下の

農地で耕作している小規模農家である。

（３）要請品目・要請数量

調査及び協議の結果、最終的に「エ」国政府より要請された品目及び数量を表 4-2 に示す。

表４－２　要請品目・数量
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－ 33 －

化されている。窒素系肥料の中で窒素含有率が最も高く、土壌を酸性化する副成分を含ま

ない。成分の尿素態窒素はアンモニア態窒素に変わり、さらに畑では速やかに硝酸態窒素

に変わって作物に吸収される。穀類、野菜、果樹などほぼ全ての作物に適するため、汎用

性が高く世界的に広く使用されている。「エ」国の農民の間でも穀物栽培の元肥及び追肥

用として一般的に広く流通しており、また穀物生産に必要な基本肥料であることから同品

目は要請品目として妥当である。

なお、「エ」国の穀物栽培においては DAP と尿素の 2 種類の肥料が使用されている。要

請品目が尿素のみであるのは、過去の案件において尿素を調達しており、調達物資を 1 品

目とし数量を増やすことによりスケールメリットを働かせ、より安い価格で肥料を輸入す

ることを期待するためである。

２）要請数量

穀物栽培における推奨施肥量について、1970 年代には農業省（現 MoARD）は、ha あ

たり DAP100kg の施肥を指導してきた。一方で、研究者間では ha あたり DAP100kg に加

え尿素 50kg の施肥を唱えてきた。1988 ～ 1991 年に行われた施効調査で、DAP と尿素の

双方の必要性が証明され、それに基づき「エ」国政府と我が国の NGO である笹川アフリ

カ協会（以下、「SG2000」という）の共同プロジェクト（1993 ～ 1997 年）では ha あたり

DAP100kg、尿素 100kg を推奨した。本調査における MoARD との協議において、「エ」国

は多様な農業が営まれており気候、土壌も様々であるとの理由から 1ha あたりの推奨施肥

量に接することができなかったが、訪問した MoARD 地方事務所からのヒアリングや地方

農業研究所の文献から地域によっては高度、土壌、作物別の推奨施肥量が定められている

ことが確認された。実際の施肥量は、各農家は現金収入が限られているため、家計の制限

を受けざるを得ず、各地域、作物毎に農民がそれぞれ自分の経験を生かしつつ、農業普及

員の指導を仰ぎながら決めているようである。

恒常的に食糧が不足している「エ」国においては、食料安全保障の確保が主要課題で

あり、PASDEP の農業村落開発計画において、主要穀物の生産性向上のために農業投入財

の供給拡大を図っており、2009/10 年までに肥料 82 万 MT（内、DAP47 万 MT　尿素 35 万

MT）の投入を目標としている。実際、「エ」国では年々肥料の販売量が増加を続けてお

り、2009 年の販売実績は 2000 年に比して 50.2% 増の 447,521MT（DAP289,446MT　尿素

158,075MT）であり、販売実績の内、87.4% が一般農民向けであり 12.6% は大規模商業農

園や研究施設等で使用された。

毎年、MoARD 地方事務所より各村（Kebele）に派遣されている普及員が、草の根レベ

ルで肥料の年間需要予測量を収集し、MoARD が、各州（Region）レベルで取りまとめら

れた年間需要予測量を取りまとめており、2010 年の国全体の肥料需要予測量は 728,702MT
（DAP495,741MT　尿素 232,961MT）と算出されている。これに対し、2008/9 年の対象作物

の作付面積（8,296,326ha）と上記 MoARD の一般的な推奨施肥量（DAP 100kg ～ 150kg/ha、
尿素 50 ～ 100kg/ha）に基づいて、尿素の必要量は 414,816MT ～ 829,633MT と算出され、

上記尿素の需要予測量は過大な量ではない。

MoARD は 2010 年の尿素の需要予測量の 87.4% にあたる 203,608MT を一般農民向け尿

素として試算しており、その内の 75,000MT を 2KR における要請数量としている。
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このように MoARD は、2KR の尿素を「エ」国の必要量を一部補うものとして要請して

おり、同要請数量は妥当であると思われる。

なお、2KR 要請数量は一般農民向け尿素の 36.8％にあたるが、「エ」国が輸入する他の

肥料と同様に販売されること、MoARD の指示に基づき肥料が不足している地域に重点配

布されることから市場に大きく影響を与えるものではなく、肥料の安定供給に寄与するも

のである。

（４）スケジュール案

図 4-4に対象作物の栽培カレンダーを示す。同表は、標高 1,400m～ 2,200mの栽培カレンダー

であり「エ」国の主要耕作地が含まれる。標高の低い地域で栽培されるソルガムは 4 月、メ

イズは 5 月から播種が開始され、耐寒性の高いその他の穀物は大雨期の始まる 6 月より播種

期を迎える。従って、播種期前の耕起及び施肥時期は 2 月から 3 月より開始されるため、「エ」

国内での内陸輸送、販売期間を考慮し、12 月中の納入を希望するスケジュールとなっており、

妥当と思われる。
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（出所：米国農務省 “Crop Calendar of Ethiopia） 

図４－４ 作物別栽培カレンダー 
 
（５） 調達先国 

至近の 2KR では DAC 加盟国に加え、カタール国、サウジアラビア王国、アラブ首長国連邦を調

達先国としていたが、MoARD 及び AISE は、本計画では「エ｣国を除く諸国を調達先国とすること

を希望している。これは「エ」国内における尿素の輸入に関わる国際競争入札においては、調達先

国についての条件が付されていないこと、「エ」国では過去の 2KR 調達先国に加えウクライナ等

からの輸入実績もあることから、入札の競争性を高めるため調達適格国を拡大したものであり、

「エ」国を除く諸国を調達先国とすることは妥当と思われる。 

 
４－４ 実施体制及びその妥当性 

（１） 配布・販売方法・活用計画 

「エ」国の肥料の輸入については、第 2 章、2-1(5)の「肥料の流通状況」に述べたとおり、肥料

の購入価格を下げるため、2009 年販売分より AISE が輸入幹事機関として指定され、数十万 MT 規

模の肥料を輸入している。大口の国内販売については、アディス・アベバに 3 ヶ所ある中央倉庫（内

1 ヶ所は借上げ倉庫）、全国に 7 ヶ所ある地方倉庫より、農協連合や民間会社とのそれぞれの契約

に基づき販売され、農協連合は会員の単位農協に、民間会社は単位農協や個人農家に肥料を販売す

る。また、比較的小口の肥料販売については、全国に 50 ヶ所ある AISE の販売センターを通じて行

われる。これまで、AISE は肥料を輸入する規模にない農協連合や単位農協が実施する肥料の入札

に参加していたが、現在はこれを取りやめている。また、農協連合と販売地域の役割分担を図るた

め、全国に 214 ヶ所あった販売センターの内、農協連合と重複する販売地域にある販売センターを

廃止し、50 ヶ所に整理統合した。 
 2KR の肥料については、配布・販売が AISE に委託されており、上記の販売経路と概ね同一で

ある。2KR 肥料については、全国レベルでの肥料の安定供給を確保するため、遠隔地域を重点対

象地域としており、農協連合、単位農協、民間業者により肥料販売がなされていない地域の販

売センターを通じた小口の肥料販売の割合を多くしていきたい意向である。また、販売センタ
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「エ」国の肥料の輸入については、第 2 章、2-1（5）の「肥料の流通状況」に述べたとお

り、肥料の購入価格を下げるため、2009 年販売分より AISE が輸入幹事機関として指定さ

れ、数十万 MT 規模の肥料を輸入している。大口の国内販売については、アディス・アベバ
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に 3 ヶ所ある中央倉庫（内 1 ヶ所は借上げ倉庫）、全国に 7 ヶ所ある地方倉庫より、農協連

合や民間会社とのそれぞれの契約に基づき販売され、農協連合は会員の単位農協に、民間会

社は単位農協や個人農家に肥料を販売する。また、比較的小口の肥料販売については、全国

に 50 ヶ所ある AISE の販売センターを通じて行われる。これまで、AISE は肥料を輸入する

規模にない農協連合や単位農協が実施する肥料の入札に参加していたが、現在はこれを取り

やめている。また、農協連合と販売地域の役割分担を図るため、全国に 214 ヶ所あった販売

センターの内、農協連合と重複する販売地域にある販売センターを廃止し、50 ヶ所に整理

統合した。

2KR の肥料については、配布・販売が AISE に委託されており、上記の販売経路と概ね同

一である。2KR 肥料については、全国レベルでの肥料の安定供給を確保するため、遠隔地域

を重点対象地域としており、農協連合、単位農協、民間業者により肥料販売がなされていな

い地域の販売センターを通じた小口の肥料販売の割合を多くしていきたい意向である。また、

販売センターでは MoARD 及び AISE 本部の指示により、販売先を小規模の農協連合、農協

及び小規模農家に限定している。本案件の販売経路及び見返り資金のフローを図 4-5 に示す。
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図４－５ 肥料の販売経路・見返り資金のフロー  

 

「エ」国政府より AISE が FOB 価格の 2 分の 1 で購入した 2KR 肥料は、AISE が独自に購入して

いる肥料と価格・地域に隔たりなく販売される。販売価格は、2KR 肥料とそれ以外の肥料の購入価

格を重量平均して、それに輸送費及び手数料を上乗せして決定している。また、AISE は公社とし

て市場を安定化させることを使命としているだけでなく、MoARD から指示を受け、辺境地や肥料

不足地域へ販売する役割も担っている。これらの地域は、民間企業が興味を示さない地域であり、

AISE は政府の指示により採算を度外視した安価な価格で販売している。 

 
（２） 技術支援の必要性 

「エ」国の穀物栽培に使用される肥料は DAP と尿素のみであり、農協連合、単位農協、農民か

らのインタビューからも肥料の必要性、施肥時期などの化学肥料の基本的な知識が農民に蓄積され

ていることが確認できた。また、肥料の輸入管理・配布体制は既に確立されている。 
MoARD 地方事務所は、おおよその推奨施肥量を定めているが施肥効果についてのデータを持ち

合わせておらず、施肥及び施肥効果に関する研究が活発でないことが窺えた。「エ」国の農業生産

ゾーンは標高及び降水量により多岐に分かれており、各農業生産ゾーンにあわせた、施肥効果、改

良種子の開発研究及び技術支援が、中長期的な農業生産性の向上に貢献すると思われる。 
なお、2 名の「エ」国専門家を 1 ヶ月海外に派遣し、「肥料の需要予測、肥料市場普及促進、プ

ロジェクトのモニタリング、評価」に関するトレーニングの受講を希望する旨要請が「エ」国側か

らなされていた。2KR のソフト・コンポーネントでは調達機材の簡便な使用・動作指導、保守管理

図４－５　肥料の販売経路・見返り資金のフロー 
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を受け、辺境地や肥料不足地域へ販売する役割も担っている。これらの地域は、民間企業が



－ 36 －

興味を示さない地域であり、AISE は政府の指示により採算を度外視した安価な価格で販売

している。

（２）技術支援の必要性

「エ」国の穀物栽培に使用される肥料は DAP と尿素のみであり、農協連合、単位農協、農

民からのインタビューからも肥料の必要性、施肥時期などの化学肥料の基本的な知識が農民

に蓄積されていることが確認できた。また、肥料の輸入管理・配布体制は既に確立されてい

る。

MoARD 地方事務所は、おおよその推奨施肥量を定めているが施肥効果についてのデータ

を持ち合わせておらず、施肥及び施肥効果に関する研究が活発でないことが窺えた。「エ」

国の農業生産ゾーンは標高及び降水量により多岐に分かれており、各農業生産ゾーンにあわ

せた、施肥効果、改良種子の開発研究及び技術支援が、中長期的な農業生産性の向上に貢献

すると思われる。

なお、2 名の「エ」国専門家を 1 ヶ月海外に派遣し、「肥料の需要予測、肥料市場普及促進、

プロジェクトのモニタリング、評価」に関するトレーニングの受講を希望する旨要請が「エ」

国側からなされていた。2KR のソフト・コンポーネントでは調達機材の簡便な使用・動作指

導、保守管理指導に限定されるため、本要請はソフト・コンポーネント対象外である旨、調

査団より MoARD に説明し、最終的に取り下げられた。

（３）他ドナー・技術協力等との連携を通じたより効果的な貧困農民支援の可能性

2006 年に JICA により実施された「貧困農民支援の制度設計にかかる基礎研究」において、

わが国 ODA のより戦略的な実施の観点から、2KR 事業と技術協力の相乗効果を目指した連

携が提言されている。

2KR で調達された肥料は、「エ」国が独自で輸入した肥料と等しく AISE により販売され

ており、一定量を技術協力プロジェクトに配布することを想定していないものの、上記（2）「技

術支援の必要性」の項で述べた「肥料の需要予測、肥料市場普及促進、プロジェクトのモニ

タリング、評価」や「施肥、改良農法」に関する技術協力を実施し、2KR 事業に活用するこ

とは検討する余地があると考えられる。

見返り資金の使用が貧困農民に資する目的に限定される方針であり、わが国 ODA 事業の

ローリングプラン上に見返り資金プロジェクトが位置づけられていることから、オロミヤ州

にて実施している「灌漑設計・施工能力向上計画」などの農業セクターの技術協力との連携

や拡大を意図した見返り資金プロジェクトの具体化が望まれる。

また、本調査において訪問した我が国の NGO である SG2000 は、「エ」国において長く農

業分野の支援を行っている。SG2000 は現在エチオピアを含むアフリカの 4 ヶ国で協力を実

施しているが、地力を維持するため化学肥料の有効性を認めており、普及員に対する施肥指

導研修や種子改良支援と肥料の供給を組み合わせたパッケージ支援等の取り組みにおいて

2KR で供与された肥料を活用した例もある。「エ」国の SG2000 の責任者を務める間遠氏は、

慢性的な食糧及び外貨が不足している「エ」国にとって肥料を供与する 2KR の有効性につ

いて評価しつつも、「エ」国農業の発展、2KR の有効活用の観点から、見返り資金を活用し

た、民間の育成支援を通じた生産資材の市場活性化や普及員等の能力強化を通じた貧困農民
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への支援の必要性について述べられた。特に、国際土壌肥沃農業開発センター（International 
Center for Soil Fertility and Agricultural Development: IFDC）は、生産資材の市場活性化のマスター

プラン策定や民間の育成支援についての知見を有しており、同機関を活用することを検討す

べきとの提言を受けた。

（４）見返り資金の管理体制

１）管理機関

AISE が、肥料の代金として FOB の 2 分の 1 にあたる金額を、エチオピア国立銀行の見返

り資金専用口座へ払い込むことになっている。また、見返り資金口座の管理については、食

糧援助及びノン・プロジェクト無償同様に、MoFED 財務局が担当し、見返り資金プロジェ

クトの申請は MoFED 二国間援助局が行っている。

２）積立実績

至近 5 案件の積み立て実績を表 4-3 に示す。及び 2001 年度以外の 4 案件は 100% 積み立

てられていることを確認した。なお、2001 年度案件の積立率が 89% に留まっているのは、

当該案件の調達品目に農薬散布関係機材が含まれており、「エ」国の国家防除プロジェク

トでこれら機材が政府により使用されているため、見返り資金の積み立てが行われなかっ

た。その他の案件については、積立義務額の積み立てが行われている。

表４－３　見返り資金積み立て実績 
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表４－３ 見返り資金積み立て実績  
義務額 積立額 積立率 支出額 残額

(Birr) (Birr) (%) (Birr) (Birr)

2000 5.50 303,987,750 6,883,646 6,883,646.00 100% 695,196.89 6,188,449.11 2004/4/2

2001 5.00 362,271,152 8,079,212 7,200,680.35 89% 0 7,200,680.35 2006/4/11

2004 4.00 295,891,728 12,164,827 12,164,827.00 100% 0 12,164,827.00 2009/3/3

2005 4.48 334,399,800 12,381,429 12,381,429.00 100% 0 12,381,429.00 2010/3/6

2007 4.50 339,479,500 13,797,384 13,797,384.00 100% 0 13,797,384.00 2011/12/3

52,427,966.35 695,196.89 51,732,769.46

供与額
(億円）

合計

FOB額
(円)

積立期限日年度

 
 （出所：MoFED） 
 
３）見返り資金プロジェクト 

見返り資金プロジェクトリストを表 4-4 に示す。2003 年の緊急食糧支援以降、2KR の見返り資

金の使用実績はない。MoFED によると積み立て残額が 2KR に比して多額のノン・プロジェクト無

償の見返り資金から優先的に使用しているとの説明があった。 
 

表４－４ 見返り資金プロジェクト 
出金日 プロジェクト 金額（Birr）

1997/6/25 ドナー国間コモンファンド（“Grant Pool”）への投入 990,000.00
1997/9/12 ドナー国間コモンファンド（“Grant Pool”）への投入 29,800,000.00
2003/3/19 災害緊急食糧調達（穀物購入及びその輸送） 6,572,598.54
2003/7/28 災害緊急食糧調達（穀物の輸送） 8,304,310.37

合計 45,666,908.91  
（出所：MoFED） 

 
従来、貧困農民に資する協力が積極的に進められてきた「エ」国において、他のセクターと同様、

農業セクターについてもローリングプランが策定されており、同プランに沿った見返り資金の活用

が望まれている。特に 2KR については見返り資金が小農・貧農支援に優先的に活用される方針で

あることから、我が国の貧困農民や農村開発に資する協力事業との連携した見返り資金利用に関し

て、年次協議及び四半期会合等の場で協議を継続していくことを確認した。 
 

４）外部監査体制 
第三者検査機関の見返り資金口座の外部監査が義務付けられてから、平成 16 年度案件より

計 3 回の 2KR が供与されている。2008 年 12 月の平成 19 年度コミッティ開催時に、MoFED 中

央会計局からエチオピア暦 1998 年度（西暦 2004-2005 年）の監査済国家決算報告書の抜粋の

提出があり、見返り資金の残高についても左記報告書に含まれているとのことであった。提出

のあった報告書は網羅的な国家決算報告の抜粋であり、これまで 2KR 見返り資金口座に特化

した外部監査報告書の提出はなされていない。 
MoFED より調査団に対し、2KR の見返り資金口座は他の政府関係口座と同様に、内部監査

に加え、「エ」国会計検査院の監査を受けており、包括的な会計検査報告書が毎年度発行され

ているとの説明がなされた。これに対し、調査団より見返り資金の入出金に関する外部監査を

実施することが 2KR 供与の条件であることを再度説明し、MoFED は外部監査に関わる経費の

（出所：MoFED）

３）見返り資金プロジェクト

見返り資金プロジェクトリストを表 4-4 に示す。2003 年の緊急食糧支援以降、2KR の見

返り資金の使用実績はない。MoFED によると積み立て残額が 2KR に比して多額のノン・

プロジェクト無償の見返り資金から優先的に使用しているとの説明があった。
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表４－４　見返り資金プロジェクト
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表４－３ 見返り資金積み立て実績  
義務額 積立額 積立率 支出額 残額

(Birr) (Birr) (%) (Birr) (Birr)

2000 5.50 303,987,750 6,883,646 6,883,646.00 100% 695,196.89 6,188,449.11 2004/4/2

2001 5.00 362,271,152 8,079,212 7,200,680.35 89% 0 7,200,680.35 2006/4/11

2004 4.00 295,891,728 12,164,827 12,164,827.00 100% 0 12,164,827.00 2009/3/3

2005 4.48 334,399,800 12,381,429 12,381,429.00 100% 0 12,381,429.00 2010/3/6

2007 4.50 339,479,500 13,797,384 13,797,384.00 100% 0 13,797,384.00 2011/12/3

52,427,966.35 695,196.89 51,732,769.46

供与額
(億円）

合計

FOB額
(円)

積立期限日年度

 
 （出所：MoFED） 
 
３）見返り資金プロジェクト 

見返り資金プロジェクトリストを表 4-4 に示す。2003 年の緊急食糧支援以降、2KR の見返り資

金の使用実績はない。MoFED によると積み立て残額が 2KR に比して多額のノン・プロジェクト無

償の見返り資金から優先的に使用しているとの説明があった。 
 

表４－４ 見返り資金プロジェクト 
出金日 プロジェクト 金額（Birr）

1997/6/25 ドナー国間コモンファンド（“Grant Pool”）への投入 990,000.00
1997/9/12 ドナー国間コモンファンド（“Grant Pool”）への投入 29,800,000.00
2003/3/19 災害緊急食糧調達（穀物購入及びその輸送） 6,572,598.54
2003/7/28 災害緊急食糧調達（穀物の輸送） 8,304,310.37

合計 45,666,908.91  
（出所：MoFED） 

 
従来、貧困農民に資する協力が積極的に進められてきた「エ」国において、他のセクターと同様、

農業セクターについてもローリングプランが策定されており、同プランに沿った見返り資金の活用

が望まれている。特に 2KR については見返り資金が小農・貧農支援に優先的に活用される方針で

あることから、我が国の貧困農民や農村開発に資する協力事業との連携した見返り資金利用に関し

て、年次協議及び四半期会合等の場で協議を継続していくことを確認した。 
 

４）外部監査体制 
第三者検査機関の見返り資金口座の外部監査が義務付けられてから、平成 16 年度案件より

計 3 回の 2KR が供与されている。2008 年 12 月の平成 19 年度コミッティ開催時に、MoFED 中

央会計局からエチオピア暦 1998 年度（西暦 2004-2005 年）の監査済国家決算報告書の抜粋の

提出があり、見返り資金の残高についても左記報告書に含まれているとのことであった。提出

のあった報告書は網羅的な国家決算報告の抜粋であり、これまで 2KR 見返り資金口座に特化

した外部監査報告書の提出はなされていない。 
MoFED より調査団に対し、2KR の見返り資金口座は他の政府関係口座と同様に、内部監査

に加え、「エ」国会計検査院の監査を受けており、包括的な会計検査報告書が毎年度発行され

ているとの説明がなされた。これに対し、調査団より見返り資金の入出金に関する外部監査を

実施することが 2KR 供与の条件であることを再度説明し、MoFED は外部監査に関わる経費の

（出所：MoFED）

従来、貧困農民に資する協力が積極的に進められてきた「エ」国において、他のセクター

と同様、農業セクターについてもローリングプランが策定されており、同プランに沿った

見返り資金の活用が望まれている。特に 2KR については見返り資金が小農・貧農支援に

優先的に活用される方針であることから、我が国の貧困農民や農村開発に資する協力事業

との連携した見返り資金利用に関して、年次協議及び四半期会合等の場で協議を継続して

いくことを確認した。

４）外部監査体制

第三者検査機関の見返り資金口座の外部監査が義務付けられてから、平成 16 年度案件

より計 3 回の 2KR が供与されている。2008 年 12 月の平成 19 年度コミッティ開催時に、

MoFED 中央会計局からエチオピア暦 1998 年度（西暦 2004-2005 年）の監査済国家決算報

告書の抜粋の提出があり、見返り資金の残高についても左記報告書に含まれているとのこ

とであった。提出のあった報告書は網羅的な国家決算報告の抜粋であり、これまで 2KR
見返り資金口座に特化した外部監査報告書の提出はなされていない。

MoFED より調査団に対し、2KR の見返り資金口座は他の政府関係口座と同様に、内部

監査に加え、「エ」国会計検査院の監査を受けており、包括的な会計検査報告書が毎年度

発行されているとの説明がなされた。これに対し、調査団より見返り資金の入出金に関す

る外部監査を実施することが 2KR 供与の条件であることを再度説明し、MoFED は外部監

査に関わる経費の予算について内部協議の上、前向きに検討すると回答し、調査ミニッツ

に署名した。

（５）モニタリング・評価体制

従来より、2KR 肥料の販売先については、AISE は農協連合レベルでの販売数量を日本側

に報告している。

また、2KR 肥料のモニタリングに特化したものではないが、MoARD は、各村に 3 名の普

及員（Development agent）を配し、その内の 1 名が作物栽培の専門家である。また、3 村に 2
名の農協アドバイザー、家畜技術員、6 村に 1 名のスーパーバイザーを配置し、草の根レベ

ルで肥料の配布の確認が可能な体制を確立しており、需要量、販売量など肥料の供給状況に

ついてのモニタリングを実施している。

（６）広報

これまでの 2KR の供与の際に、E/N 署名式及び引き渡し式にて、MoFED はプレスリリー
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スを実施し、新聞、ラジオ、TV にて広く取り上げられている。

（７）その他（新供与条件等について）

１）見返り資金の外部監査、見返り資金の小農・貧農支援への優先使用

見返り資金の外部監査については、第 4 章（4）の「見返り資金の管理体制」のとおり。

「エ」国側に見返り資金の小農・貧農支援への優先使用について、調査団から説明し、「エ」

国側の同意を得た。

２）半期ごとの連絡協議会の開催

既に導入されている。包括的な政策に関する年次協議及び四半期会合等の場において、

2KR についても協議をしている。

３）ステークホルダーの参加機会の確保

2KR に特化したものではないが、「エ」国内全体の肥料輸入に関し、MoARD は AISE、
民間企業、農協連合と協議する機会を持っている。また、肥料需要量の把握、作物栽培指

導の際に普及員が農民からのヒアリングを実施しており、MoARD に情報を集約する体制

が確立されている。

４）見返り資金の全額積み立て

平成 19 年度 2KR 案件より機材額（FOB 価格）の 50％以上且つ売上金を全額積み立て

るよう被援助国政府に義務付けている。前回案件（平成 19 年度）同様 AISE が販売によ

り得た代金を全額積み立てることの可能性についても検討した。

AISE により、2KR 肥料は独自に調達した肥料と混在し、全国で販売されており、その

販売価格は多数ある販売先ごとに、輸送費、保管費及び必要最小限の人件費、管理費を加

算の上決定しているため、2KR 肥料のみ抜き出して販売金額を算出することは非現実的

であるとの説明がなされた。

また、AISE が政府に支払う金額の妥当性についても検討すべきところではあるが、

MoARD の指示により、AISE は「エ」国全土の肥料の安定供給のため下記の非採算事業を

実施しており、「エ」国政府は、AISE の見返り資金の積み立て額は FOB 額の 2 分の 1 と

する予定である。

①　 「エ」国の肥料調達方式の変更により、AISE が肥料輸入幹事機関として一括して肥料を

輸入しており、肥料の輸入能力のある民間企業及び農協連合に対し、輸入代行、管理費

等を加算せず、実費にて販売している。

②　 遠隔地への少量の肥料供給においては、実費以下の金額にて販売している。

2KR 肥料は、AISE によりアクセスが悪く農業生産性も低い地域にも配布される予定で

ある。農協連合や民間企業はその繋がりのある州内にのみ肥料を供給しているが、AISE
は農協連合や民間企業が肥料を供給していない地域にも肥料を供給している。このよう

に肥料流通が不活発な地域においても、2KR 肥料は AISE の販売網により農民が肥料を
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入手することが可能な状況を作り出していることで収量増加に貢献している。そうした

地域では一般に経済活動も活発でないことが多く、その農民が 2KR 肥料を入手できるこ

とは貧困農民支援の視点から重要と考えられるものの、肥料販売の透明性を高めるため、

MoARD は、AISE の末端レベルでの販売先及び価格をモニターし、同公社にかかる経営や

監査に努めるべきと思われる。

５）調達代理方式

調達代理方式は平成 19 年度案件 2KR 及びノン・プロジェクト無償を含め他スキームに

て実施しており、本計画でも MoFED は同方式の採用を受け入れた。
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第５章　結論と課題

５－１　結論

「エ」国はアフリカの中でも最も貧しい国の一つであり、厳しい経済状況であるのに加え、一

般的な社会開発も恵まれた状況にはない。また、｢ エ ｣ 国は高い農業人口就業率（78.41％）を誇

る農業国であるものの、恒常的に食糧が不足しており、食糧援助を外国ドナーに要請している。

食糧の確保及び食糧増産は ｢ エ ｣ 国にとって、極めて重要な課題であるものの、森林過伐による

土壌流出、過剰耕作・放牧による土地生産性低下が大きな問題であり、安易に耕作地を拡大する

ことが困難であるため、農業生産性の向上が必要不可欠である。

国家開発計画である PASDEP において、農業生産性の向上のため肥料供給の拡大が謳われてお

り、肥料の販売量は急激に増加している。しかし、「エ」国では化学肥料が生産されておらず、

全量について輸入に頼っている。また、貿易収支は恒常的に赤字であり肥料輸入のための十分な

外貨の確保が困難な状況にある。

2KR 肥料は農業資機材の安定供給を目的として設立された公的機関である AISE に肥料の販売

が委託されており、同肥料の多くは全国にある AISE の販売センターを通じて小規模・貧困農民

に販売される予定である。また、2KR 肥料は、国内の需給バランスの改善とともにアクセスの

悪く肥料が不足する地域への販売が期待されている。

このような状況において、「エ」国政府は肥料の調達を目的として 2KR を要請したものであり、

十分な必要性、上位計画との整合性についても確認されており、2KR の実施は妥当であると判

断される。また、見返り資金についても、「エ」国に対する我が国援助実施のローリングプラン

に組み込まれており、ODA の戦略的な実施を図る上で、今後更に効率的、効果的に活用される

ものと思われる。したがって、肥料の投入のみではなく、見返り資金の有効活用という点からも

2KR 実施の意義は高い。

５－２　課題 / 提言

（１）肥料の輸入販売体制

肥料の国内市場を活性化させるためには健全な市場競争が図られるべきであり、世界銀行

の CAS（Country Assistance Strategy）においても、政府による市場統制的な介入体制の改善と

有望産業の育成・民間支援が謳われている。肥料やその他の農業資機材市場の活性化、ひい

ては農業振興に貢献するよう AISE 以外の肥料輸入の担い手である民間企業及び農協連合を

強化することが望ましい。

（２）肥料及び改良種子の研究及び改良農法の普及の強化

農業生産性の向上においては、改良種子の使用及び適切な肥料の投入が必要不可欠である。

「エ」国の農業生産ゾーンは標高及び降水量により多岐に分かれており、その土壌も様々で

ある。これまで、食糧生産において使用されている化学肥料は DAP と尿素のみであり、農

業生産ゾーンに合わせた施肥量や他の施肥効果の研究、及び改良種子の開発研究及び技術支

援が、効率的・効果的に食糧増産を図る上で重要と思われる。

また、肥料の必要性について農民は認識しているものの、｢ エ ｣ 国全体の収量は改良農法
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による収量より低い。農業投入財の有効活用においては、適切な作物栽培指導、農業普及員

の再教育及び育成、並びに、上記食糧増産に関わる研究と普及サービスの連携が必要である。

（３）見返り資金の効果的な活用

農業セクターにおいて貧困農民に資する協力が積極的に進められてきた「エ」国において

は、ローリングプランが策定されており、同プランに沿った見返り資金の活用が検討されて

いる。特に 2KR については見返り資金が小農・貧農支援に優先的に活用される方針である

ことから、我が国の貧困農民や農村開発に資する協力事業との連携した見返り資金プロジェ

クトが計画立案されるべきであり、2KR の見返り資金プロジェクトについては 2003 年以降

実施されていない現状から、我が国からの見返り資金の使途に関し積極的に提案することが

望ましい。
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添付資料１. 協議議事録
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添付資料２. 収集資料リスト
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添付資料 ３ 

ヒアリング結果 

 

１． 農協連合 単位農協 農民 地方マーケット 

（１）アムハラ州 北ショア県 Wedera 農協連合 

・設立年：  2004 年 (MoARD からの権限委譲及びサポートにより設立) 

・事務局員：  6 名 

・組合員数：  36 単位農協（北ショア県 11 郡）計 19,184 戸 

 

会員は単位農協であり、1,000Birr の登録料と 1 株 500Birr を 60 株購入することで会員となる。

単位農協は希望に応じて持ち株を増やすことが可能であり、持ち株数に応じて、配当を得ることが

できる。農協連合では 2回の年次総会を開催し、そのうち 1回は収穫を終えたころに行われている。

農協連合が会員となった単位農協に対するサービスは、肥料、改良種子、農薬の共同購入と、収穫

物の共同販売であり主にアディス・アベバの中央市場で販売している。 

肥料は輸入代金、輸送費、保管費用及び 100kg あたり 2Birr の管理費により販売価格が決定され

ており、それぞれの単位農協の場所により販売価格が異なる。現在、倉庫を借り上げているが、保

管費用を節約するため農協連合の保有倉庫を増設したい。肥料価格は尿素 500-515Birr/100kg、DAP

は、700-720Birr/100kg 程度である。肥効については具体的な収量比較をしていないものの、農業生

産性を維持、向上させるためには必要不可欠なものと理解している。 

 

（２）アムハラ州 北ショア県 セイエデブルナドゥワユ郡 ウェレ村 農民 1 名 

・耕作面積 ： 1.5ha （テフ 1.0ha、コムギ 0.5ha） 

・肥料使用量：  DAP 150kg/1.5ha  尿素 200kg/1.5ha 

・肥料価格：  DAP 750 Birr/100kg 尿素 553Birr/100kg 

・収量：  テフ 約 2MT/ha  コムギ 約 4MT/ha 

・販売価格：  テフ 800-850Birr/100kg コムギ 400-450Birr/100kg 

 

同氏は退役軍人で数年前に同地域に引っ越してきた。3 人家族でテフ、コムギを栽培している。

肥料は単位農協より現金で購入した。単位農協の会員でないが非会員でも肥料の購入が可能である。

雄牛 1 頭を所有し、人力と畜力にて耕している。種子はテフについては単位農協から購入し、コム

ギについては近所の農家との物々交換にて入手した。上記収量は具体的な数値を把握しておらず、

おおよその数値である。 

農業は肥料などの購入するために現金が必要であり、現金が不足している。肥効があるとは思う

が、肥料価格は高いと思う。 

 

 

（３）オロミア州 東シェワ県 Erer 農協連合 

・設立年：  1998 年 （7 単位農協にて発足） 

・事務局員：  32 名 
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・組合員数：  47 単位農協（北ショア県 4 郡をカバー）計 39,779 戸 

 

農業連合の単位農協及び組合員に対して以下サービスを提供している。 

・ 単位農協への肥料、改良種子、農薬、噴霧器の販売。 

・ 単位農協からの収穫物の購入及び市場への販売。 

・ トラクターのレンタルサービス（2008 年実績: 172.4ha）。 

・ 会員への改良農法のトレーニング 

・ 社会貢献（家畜診療所の建設、学校への机、椅子などの提供） 

・ 単位農協への会計検査サービス 

 

2007 年以前は、組合員への肥料購入についてのクレジットの提供は頭金のみ対象としていたが、

2008 年以降については MoARD の政策に従い、現金で販売している。同農協連合は、2005 年から

2007 年まで直接肥料を輸入していたが、2008 年より MoARD の指示により AISE の輸入した肥料

を購入している。2008 年の単位農協への販売価格は輸送費の多寡により異なるが概ね DAP 730 

Birr/100kg、尿素 525 Birr/100kg である。穀物の単位農協からの購入価格はテフ 1,000 Birr/100kg、

コムギ 480 Birr/100kg である。 

施肥時期前に肥料の販売が集中するため、肥料が不足することがある。また、現在 AISE が肥料

の輸入を独占している。大量輸入により輸入価格を下げるメリットを理解するものの、2、3 社が

輸入可能となることが望ましい。2010 年の肥料の販売予定数量が DAP 10,500MT、尿素 8,800MT

である。自前の肥料、穀物、改良種子の保管用倉庫の収納能力が 5,000MT と不足しており、現在

10,000MT の保管能力を持つ倉庫を建設中である。また、輸送能力を拡大するためトラックを購入

したい。組合員に推奨している穀物栽培における施肥量は概ね DAP 100kg/ha、尿素 50-100kg/ha で

ある。施肥効果について具体的なデータは持ち合わせないものの穀物栽培に必要不可欠なものであ

り、改良種子による栽培の場合、肥料を投入しないと収穫できないといっても過言ではないと思う。 

単位農協は、外部監査を受けなければならないと定められており、単位農協の資金管理トレーニ

ング兼ね会計検査を実施している。会計検査は収穫期後に実施することが多い。 

今後、コムギ、テフの加工品のほうが高値で市場に販売できるため、加工工場を建設したい。ま

たトラクターを新たに購入しレンタルサービスを拡充したい。また、農作物の市場調査を実施し、

人気の品種や価格動向など時期有益な情報を組合員に提供していきたい。 

 

（４）オロミア州 東シェワ県 アダ郡 Ude 農協（単位農協） 

・設立年：  1977 年 （「エ」国で最初の単位農協） 

1998 年に Erer 農協連合の設立時にに加盟。 

・組合員数：  1,592 戸（男性 1,371 人、女性 221 人） 

・肥料の販売実績(2008 年)： DAP 208MT、尿素 135MT 

・肥料の販売価格 

組合員は 5Birr のメンバーフィー及び 126Birr/1 株の購入により組合員資格を得る。配当は株数に

より組合員に還元され、平均で 707Birr である。主に組合員に対する、肥料、改良種子の販売及び

収穫物の購入を行っているが、対象は組合員に限定されておらず、購入希望者があれば肥料を販売
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している。以前はクレジットにて肥料、改良種子購入のためのクレジットの提供を行っていたが、

現在は現金による販売であり、肥料の販売においてトラブルはない。 

組合員の平均耕作面積は約 2ha である。2ha から得る作物からの収入では生活が厳しく、家畜飼

育や養鶏を行っているものが多い。また、畑を借りるものもいる。 

 

（５）オロミア州 アリシ県 Hetosa 農協連合 

・設立年：  2000 年 （5 単位農協にて発足） 

・組合員数：  28 単位農協（アリシ県の 6 郡をカバー） 計 32,000 戸 

 

農業連合の単位農協及び組合員に対して以下サービスを提供している。 

・ 単位農協への肥料、改良種子の販売。 

・ 単位農協からの収穫物の購入及び市場への販売。 

・ 輸送サービス。 

・ トラクター、コンバインのレンタルサービス。 

・ クレジットの提供。 

 

肥料は AISE より一括購入し、単位農協に販売している。2009 年は尿素 7,000MT、DAP 24,000MT

購入した。原則、傘下の単位農協に肥料を販売しているが、近隣の農民や輸送手段の乏しい他の農

協連合に販売している。また、MoARD の許可を取得し、種子公社に肥料を販売することがある。

また、肥料の販売価格は単位農協までの輸送費を加算して決定されている。2008 年の農協連合か

ら単位農協に対する販売価格及び単位農協から穀物の買取価格は以下のとおり。コムギ価格は 2008

年のものであり、高地が不作であったときの価格である。今年の収穫は、高地も豊作であるため価

格が 360-380Birr/100kg に下落している。 

 

・ DAP： 815Birr/100kg 尿素：  535Birr/100kg （輸送費 10-15 Birr 程度含まれる） 

・ メイズ： 350Birr/100kg コムギ： 520Birr/100kg 

 

農家一戸あたりの耕作地面積は正確な数値を保有していないが、0.5ha から 3.0ha を所有し平均は

2.0ha 程度である。コンポスト等の有機肥料も使用されているが、コムギについては連作が続くと

地力が低下する。有機肥料だけでは地力を維持することができないため、収量を維持するために無

機肥料の投入が必要不可欠である。施肥量はコムギについては尿素 100kg/ha、DAP 100kg/ha 程度

である。肥料以外に改良種子の投入が必要であり、コムギの改良種子を農協連合で毎年購入してい

る。「エ」国で流通しているコムギの品種は 5 大種、16 品種であり、栽培地域、気候により栽培す

る品種が異なる。改良種子の推奨播種量は 78kg/ha であり、販売価格は 750Birr/100kg である。農協

連合では肥料、収穫物の保管用倉庫を穀物公社より借り上げており、保管費用の節減、価格上昇期

に収穫物を販売するため、自前の倉庫を建設したい。近年は穀物価格が上昇したため、農民の約

80%が現金で肥料を購入しており、約 20％の農民についても肥料の半額は頭金として現金で支払っ

ている。 
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（６）オロミア州 アリシ県 サグレ郡 クボサ・ボラ村 農民 2 名 （A、B と表記する） 

・耕作面積：  A: 0.5ha、B: 0.25ha （オオムギ） 

・肥料使用量：  A: 尿素 25kg/0.5ha、DAP 25kg/0.5ha 

B: 尿素 25kg/0.25ha、DAP 25kg/0.25ha 

・収量：  A: 約 2MT/ ha B: 約 4MT/ha 

 

2 名の耕作面積は A: 0.5ha、B: 0.25ha であり農業収入だけでは生活できないため、知人の農家の

家屋整備や巻き割りなどをして家計の足しにしている。収入の約 9 割が農業、1 割が労賃である。

家畜として雄牛（A,B とも 2 頭づつ）、牝牛（A,B とも 1 頭づつ）、ヒツジ（A 5 頭、B 20 頭）、雌鶏

（A 4 羽、B10 羽）を飼育している。家族はそれぞれ 6 名、4 名で、家には電気がきていない。 

A は入会料が 5Birr、1 株（120Birr）を支払い単位農協に加入している。A、B とも単位農協より

肥料を購入し、オオムギの種子は 3 年ごとに近隣農家やマーケットで購入している。推奨施肥量は

尿素、DAP とも 100kg/ha 程度であるが、A は現金収入が乏しく推奨量の 1/4 程度しか施肥できな

かった。肥料を投入すると収量が上がることは知っているが、肥料も高いため施肥により利益大き

くなっているか実感に乏しい。 

耕作面積が小さいため、現金収入が少なく生活が厳しく、クレジットの供与も不足している。改

良種子、肥料の値段は高く、購入時期が他の農民と同時期であるため品薄で購入できないことがあ

る。 

 

（７）オロミア州 アリシ県 アセラ郡 サタデーマーケット 

アセラ県のボルジャライでは毎週土曜日にマーケットが開かれる。穀物、野菜、果実などの農産

物の他に、塩、砂糖、肉、家畜、日用品などが売買されている。 

穀物は 1kg 相当の缶による量り売りがされており、価格は以下のとおりである。 

・コムギ： 6.0Birr/kg 

・メイズ： 4.5Birr/kg 

・ソルガム： 6.8Birr/kg 

 

２．地方農業農村開発事務所 

（１） アムハラ州 北ショア県 農業農村開発事務所 

・管轄地域： アムハラ州北ショア県 24 郡、計 425 村 

・人員： 計 84 名（各村に派遣されている普及員の人員を除く） 

 

人員は 84 名で農協部、農業普及部、農業投入財部の 3 部体勢で、北ショア県における農協、農

民への農業指導、各種データの取りまとめを行っている。北ショア県の人口は約 230 万人で農家数

は 38 万 6,000 戸である。コムギ、テフの穀倉地帯を抱えるものの、7 県は穀物栽培に適さない厳し

い気候の地域であり食料が不足している。推奨施肥量については、作物、土壌により決められてお

り、尿素 50-100kg/ha、DAP は 50-150kg/ha である。収量を維持、向上するためには一定量の肥料

の投入は不可欠である。管内で肥効についての詳細なデータを有していないが、同県の農業研究所

に試験データがあると思われる。2009 年同郡で 21,533MT の肥料が使用された。現在、農家の肥料
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の購入は 90%以上が現金による購入である。肥料の需要、収穫量の調査は年に 2 回収穫期の前後で

数ヶ月あけて実施している。 

同地域の農家は、主にテフ、コムギなどの穀物の他に、タマネギ、ジャガイモを生産している。

農家の収入向上のためには換金作物の栽培が重要と考えている。コーヒーは同地域の標高が高いた

め作付けに適しておらず栽培していない。リンゴは換金性が高く生産を拡大したい。また、家畜飼

育についても潜在能力が高いため、皮革、養蜂についても生産を強化したい。 

 

（２）オロミヤ州 東シェワ県 農業農村開発事務所 

・管轄地域： オロミヤ州東シェワ県 10 郡、計 296 村 

・人員： 計 24 名（各村に派遣されている普及員の人員を除く） 

 

東シェワ郡の農家数は 15 万 7,000 戸で平均耕地面積は 2.58ha/戸である。主な農産物は主要穀物

（テフ、コムギ、ソルガム、メイズ、オオムギ）及び豆類である。肥料の 2009 年使用実績は郡内

で合計 23,000MT である。推奨施肥量はテフ、オオムギ、コムギで DAP100kg/ha、尿素 50kg/ha、メ

イズは DAP100kg、尿素 100kg であるが、多くの農家は推奨施肥量の半分程度の施肥に留まる。農

協連合が、同郡での流通している肥料の 90%を販売し、10％を AISE 及び民間業者が販売している。

有機肥料も使用しているが、有機肥料だけの投入では収量を維持できないため無機肥料を投入する

必要がある。特に改良種子を投入した場合は肥効の差が顕著である。 

10 県の内、3 県で灌漑農業が行われている。食糧増産及び農業生産の安定化のために湖水、河川、

地下水の活用が重要と考えており、灌漑事業を拡大していきたい。 

 

３． 他ドナー及び NGO 

（１）FAO エチオピア事務所 

FAO エチオピア事務所は国事務所としての機能以外にアフリカ東部地域の地域事務所としてス

ーダン、ジプチ、ソマリア、ケニア、ルワンダ、ブルンジ、ウガンダの FAO を統括している。 

「エ」国では肥料、改良種子とも不足しており、日本の 2KR はその一助になると思われる。FAO

のプロジェクトでは無機肥料に加え、改良種子もしくは苗を供与し栽培指導をおこなっている。改

良種子の使用と推奨施肥量に従った施肥がより効果的に農業生産の向上につながるため、無機肥料

の供与に合わせた改良種子の供与が望ましい。 

「エ」国でのオブソリート農薬の処理事業は 2009 年初旬に完了し現在最終報告書を作成してい

る。日本国政府からはオブソリート農薬の処理事業のほかにも FAO エチオピア事務所は支援を受

けており、今後も協力をお願いしたい。 

 

（２）SG2000 

「エ」国は慢性的に食糧が不足しており食糧増産が必要であるが、年々森林面積が減少している

ため、安易な農地拡大はできず農業生産性の向上による食糧増産が必要である。2KR による肥料の

供与はその意味で有意義であり、外貨が不足している同国にとって有用な援助でありこれまで一定

の成果を上げてきていると考える。 

今後、「エ」国の農業振興のためには、民間の育成支援を通じた生産資材市場の活性化が必要で
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あるが、民間企業が育っていない。見返り資金を活用した、農業生産資材市場を強化するためのマ

スタープランを策定や種子生産企業の育成が望まれる。IFDC は他国で同種のプロジェクトを実施

し知見を有しており、同機関を活用することを検討して欲しい。 

また、「エ」国における主要穀物としてコメは食されていないが、ガンベラ州の玄武岩土壌にお

いてスーダン南部の市場をターゲットとして、中国、サウジアラビア、インドの投資グループによ

るコメの商業栽培が行われている。「エ」国ではコメの販売価格がテフについで高く、米粉を利用

した「エ」国の代表的な食料であるインジェラやパンを作ることができ、コメ需要も拡大している。

「エ」国ではタナ湖周辺など稲作の生産性の高い地域も多くあり、貧困農民が稲作を栽培するため

の基礎研究が実施されることが望まれる。 

 

４． 肥料民間会社 

（１）Wondo Trading and Investment PLC 

1994 年に設立。アディス・アベバに本社、南部諸民族州のハワッサに支店がある。肥料を取り

扱っているほか、コーヒー、ゴマ、豆類などの輸出もしている。 

同社が扱う肥料は AISE から調達し、南部諸民族州の協同組合連合（Federation）や農協連合、単

位農協、営利農業、国営農業などを主な販売先としている。南部諸民族州の協同組合連合が最大の

顧客であり販売量の 50%-60%を占める。 

2008 年より実施された AISE を幹事機関とした肥料の購入制度は公正であると考えている。それ

以前の個々の団体が国際競争入札により肥料を輸入する方法では肥料の価格が統一されず、ばらつ

きが見られ、競争に敗れ倒産する農協も多く見られた。現在の方式では利益は限定的であるが、コ

ストを最小化し効率を最大化することにより最低限の利益が保証されている。 

現在の肥料の調達制度は肥料の一括大量輸入により安価に肥料を調達することが可能であり、肥

料価格の安定化につながっている。また、発展段階にある農協の成長を保護することが可能である

と考える。 

2008 年の肥料の販売価格は DAP 686Birr/100kg、尿素 493Birr/100kg であり 65Birr/100kg が輸送コ

ストとして含まれている。 
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